
誌上美術館

（左）丹殻染格子着物　（右）桜染小格子着物

（左）上の写真の右の着物と同じ　（右）藍染微塵格子着物

制作中の中野さん



工房
美の

笹山　央 工芸評論家　

第14回

自然体で生きる女性の凛とした美しさを表す紬の着物� 中
なか

野
の

みどりさん

「機織り」という仕事は、どこか女性の心を

くすぐるものがあるようです。男性もまた、

女性が機織りをしているところを見たりする

と、ある種の憧れのような感情を抱く人が多

いのではないでしょうか。まして、糸を草木

で染めて着物を織っているなどと聞くと、昔

ふうの従順な女性のイメージを持ったりする

のではないかと思います。

「機織り」という仕事に対して抱かれている

そのようなイメージを、染織家中野みどりさ

んはある意味で裏切るし、女性の「着物を着

る」ということについても、世の男性たちが

持つイメージとは完全に異なった考え方をし

ています。その内容をここで具体的に列挙し

ていくためには与えられている字数があまり

にも足りませんが、せんじ詰めて言えば、「機

織り」というのはとてもキビシイ仕事で安易

な気持ちでは取り組めないということ、それ

から、「着物」は自律した女性にこそ似つかわ

しいというふうに考えているということです。

そんなことを中野さんに説かれてみると、

なるほど言われてみれば、と考えの改まると

ころがあります。そしてその後で女性の着物

姿を想像すると、着物は本来「自然体で生き

ている女性の凛とした美しさを表すのだ」と

いうふうに思えてきたりするのです。

考えてみれば、現代生活の中では身体の動

きを拘束するかのように感じられて、着物を

敬遠する人が圧倒的多数である中で、中野さ

んが30年以上、300反近くの着物を織り続け

てきた（そのほとんどが売れてきた）のには、

「なぜ着物か」の哲学のようなものが支えと

してなければならなかったはずです。その

「哲学」が中野さんが織る着物に、他に見られ

ない独特の存在感を与えています。

哲学などというとムズカシクなってきます

が、具体的には身体を包む布のやさしさ、あ

たたかさ、そして丈夫さとして表れてくるも

のです。そういった性質は、中野さんの着物

にはありますが、意外なことに現代の大方の

着物が失ってしまっています。現代の女性が

着物を着なくなるのは、ある意味で当然とも

いえます。

もうひとつ、中野さんが世の一般的なイメ

ージを裏切っていることがあります。彼女

は糸を草木で染めますが、草木染というと、

工房は山の中にでもありそう、というのが世

の人の先入観です。しかし彼女の工房は東

京郊外の住宅街の中にあり、普通の民家の台

所で草木から染液を煮出し、そして糸を染め

る作業を行っています。染材は東京郊外に

は庭木など豊富にあります。それで「都市は

森である」という考え方を中野さんはしてい

ます。

やさしく、あたたかく、そして丈夫に織られた布

（制作／かたち21）
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新 年 の 挨 拶

全国各地でご活躍の土地家屋調査
士のみなさん、新年明けましておめ
でとうございます。昨年は内外とも
に激動の一年となりました。世界の
各地から連日伝えられる地球温暖化
の加速度的進行、未曾有の自然災害、
紛争、飢餓に加えて、猛烈な世界同
時不況の到来という非常事態に、世
界を席巻してきた過度な市場原理主
義がもたらしたマイナス面について
も厳しく検証されています。
土地家屋調査士の業務環境にとり
ましてもまた、厳しい一年でした。
雇用環境、経済環境の悪化は住宅着
工戸数の鈍化に直結することとな
り、私たちの基盤業務である不動産
登記申請手続件数の減少となって表
れています。
一方、会員の皆さんの業務の進化
への努力に一定の成果も現れていま
す。各地の土地家屋調査士会等が「基
準点過疎地域」に設置した登記測量
に用いるための測量基準点を、不動
産登記法上の基本三角点等として取
り扱うことができることとなったこ
とは、土地家屋調査士の業務と登記
測量の重要性についての社会的合意
を得る上でも重要な意義があると認
識しているところです。
また、長年「運動」として取り組
んできた土地家屋調査士会ADRセ
ンターは、昨年末で全国34会に設置
されるに至り、ADR法に基づく法務
大臣の認証手続についても大阪・愛
媛の二会に続いて数会が法務大臣の
認証を得るべく手続を進めています。
ADRにおける手続実施者ととも
に制度の担い手であるADR代理権

日本土地家屋調査士会連合会会長　　松岡　直武

認定調査士は、既に 3100 名を超え
ました。筆界特定制度についても制
度創設以来 3年を経過し、今や社会
的存在になった感さえあります。
他方、4年近くを経過したオンライ

ンを利用した登記申請については昨
年 1月に、いわゆる別送方式が採用
されたことにより、全体の利用件数
としては漸増しつつありますが、表
示に関する登記については、今一歩
の感をぬぐえません。一層の利用を
お願いするとともに、一日も早い完
全オンライン化を実現するため、よ
り使い勝手の良いシステムへの改善
と、書面で作成された添付情報等を
電磁的記録化・電子申請するについ
ての課題を克服する必要があります。
過日政府が発表したオンライン申
請拡大行動計画に於いても、資格者
代理人等の関与するオンライン申請
について、添付情報の簡素化の方向
が打ち出されています。
連合会では、軌道に乗りつつある
不動産登記規則93条対応の不動産調
査報告書の内容を更に充実させ、実
績を重ねることで、オンライン申請
の隘路を解消する一つの方策とした
いと考え、政府にも検討方を要請し
ているところです。
また、公共嘱託登記関連業務の受
託に関しては、先年政府の示した「公
共調達の適正化指針」等に基づき、
随意契約方式から競争入札制度への
転換が進められています。
連合会では、競争入札事務におけ

る参加資格に係る業務区分の見直し
等を政府・立法府に要請していると
ころですが、入札参加を希望する個々

の調査士の皆さんにおかれましても
応札のための環境の整備をご自身で
整えていただく必要があります。

高度情報化社会・電子化社会の加
速度的進展、司法制度改革、規制改
革、行財政改革といった時代の変化、
国策の転換等への措置とともに、私
たちの提案や構想のいくつかも立法
化され、今まさに実施段階に入って
います。私たち国家資格を基盤とす
る専門家は、「時代は猛スピードで
変革しつつある。それは彼方の出来
事ではなく、自身がその渦中にある、
変革の波に適切に対応するのでなけ
れば将来像は見えてこない、そのこ
とを強く意識して行動することが、
社会の要請に適切に応え、依頼者の
利便性の確保に繋がる」との認識を
一層深め、行動することだと考えま
す。
基盤業務である表示に関する登記

関係業務、ADR・筆界特定制度と
いった紛争解決分野への関与、地図
作りをはじめとする関連分野への積
極的参画等のそれぞれが相乗効果を
もたらし、時代の変革に適切に適応
するため会員の皆さんの一層の研鑽
と意識の変革がとても重要です。
新しい年を迎え、連合会のスロー

ガンである「会員の基礎体力の向上、
会員力の結集」を旗印に、より良い
形での変革が期待できる年となりま
すよう、連合会、ブロック協議会、
単位会、支部の各組織と役委員、会
員がそれぞれの立場・持ち場に応じ
て役割分担しながら、一丸となって
進む新年でありたいと念じています。

新年の挨拶／変革へのチャレンジの年に！（年頭にあたり）

日本土地家屋調査士会連合会会長●松岡　直武

変革へのチャレンジの年に！
（年頭にあたり）
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新 年 の 挨 拶

全国の土地家屋調査士のみなさ
ん、新年明けましておめでとうござ
います。
毎年、暮れになると、京都の清水

寺で、その年の世相を一字で表す漢
字が発表され、貫主が墨痕鮮やか
にその文字を書き上げるという催し
があります。日本漢字能力検定協会
が全国規模で募集しているものです
が、昨年の漢字に選ばれたのは「変」
でした。応募総数 11 万 1000 通の
うち 6031 通を集めて一位だったと
いうことです。その理由として多く
の人が挙げたのが、米国発の金融危
機や株価暴落等の経済の変動、派遣
社員のリストラや内定取消し等の雇
用不安、餃子や事故米等による食の
安全に対する意識の変化、地球温暖
化や大型地震等の気候異変、秋葉原
の無差別殺人やひき逃げのような凶
悪で変な事件の頻発などでした。し
かし、4人の日本人（1人の方は米
国籍ですが）がノーベル賞を受賞
するという、しかも、そのお一人お
一人がきわめて個性的な日本人であ
るという痛快なニュースもありまし
た。スポーツの世界でも、ゴルフ、
フィギュアスケート、ソフトボール、
テニス等の様々な種目で、一回り大
きく、たくましく変わった日本人選
手が次々に出てきました。「変」を
選んだ人達の気持ちには、今年こそ
はいい年に変えたいという思いもあ
るようです。事態が悪い方向に「変
わった」と嘆くよりも、むしろ、事
態を「変える」、変化に対応すると
いう前向きな姿勢を大事にしたいも
のです。

法務省民事局長　　倉吉　敬

さて、昨年は、登記制度に関わる
者にとって記念すべき画期的な年に
なりました。まず、登記事務のコン
ピュータ化が当初の予定どおり 3月
末に完成しました。20 年余の歳月
を要したこの大事業が遂に完結を迎
えたことに、ある種の感慨を覚えた
方も少なくないでしょう。そして、
7月には全登記所のオンライン化が
完了しました。全国の登記所でオン
ライン申請を行うことができる体制
ができあがったわけです。さらに、
11 月末には、全国に先駆けて宇都
宮地方法務局において新しい登記情
報システムが動き始めました。地図
情報システムの導入も計画通りに進
んでいます。
今年は、引き続き地図情報システ
ムの全国展開とその基盤となる地図
整備を進めることはもちろん、これ
と併せて、現行の登記情報システム
から新しいシステムへの切替えを順
次進めていきます。地図情報システ
ムがこの新システムと連動すること
により、登記事務は一層円滑に処理
されることになります。オンライン
による登記申請事件も、昨年から実
施した改善策も相まって、土地家屋
調査士のみなさんのご理解とご協力
の下、着実に増加しています。今後
とも、みなさんの視点を念頭に置き
ながら登記情報の高度利用策を進め
ていきたいと思います。
筆界特定については、施行日か
ら昨年 11 月末までの 3年弱の間に
約 7000 件以上にのぼる申請があり
ました。この数字は、この制度に対
する国民の期待と信頼の大きさを物

語るものであり、筆界調査委員又は
申請代理人として活躍してこられた
みなさんの自信にもつながることで
しょう。また、大阪、愛媛の各会が
ADR基本法に基づく紛争解決事業
者の認証を受けているほか、各会で
も「境界問題相談センター」を開設
し、境界紛争の解決に向けて、組織
的かつ積極的に取り組んでこられま
した。
法務局の地図行政には、みなさん
の専門的知識の活用が不可欠です。
今年も、前向きなみなさんと連携し
ながら、よりよい制度の構築と運用
に努めていこうと考えています。

新年を迎えて

法務省民事局長●倉吉　敬

新年を迎えて
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日本土地家屋調査士会連合会（以下、
「日調連」という。）と社団法人全国測量設
計業協会連合会（以下、「全測連」という。）
は、平成 20 年 12 月 3 日、アルカディ
ア市ヶ谷において、両連合会の会長が、
業務基盤の安定と発展を期して基本合意
書を取り交わした。

基本合意書の内容は、「互いの立場を
尊重し、それぞれの業務に適用される法
令等を遵守する。」、「互いの特性を発揮
し、更なる発展のため新たな事業創設に
向け連携する。」、「両者間の諸問題につ
いて互いに協調して解決するため、協議
会を創設しその任に当たらせる。」の 3項
目からなる。
日調連の松岡会長は、最初に今回の調
印に尽力された関係者に対する感謝の意
を述べたあと、「私ども土地家屋調査士

会と測量業界、わけても多くの登録業者
が加入されている全測連とは、不動産登
記法、土地家屋調査士法又は測量法を
それぞれ根拠法に持つ異業種でありなが
ら、実は最も関係の深い業界で、ともに
我が国の測量関係分野における枢要な地
位と役割を果たしている業種であると認
識しております。今、世界でも、日本でも、
測量に関する分野は、これまでの土地を
測って図面化する機能から地理情報とし
ての役割、土地情報としての役割、更に
地理空間情報という言葉に代表される、
とても大きな役割を担った総合情報分野
にも位置付けられ、進化し続けることで、
我々の役割は更に大きくなることが予測
され、両団体が力を合わせてその環境を
整える必要があります。」と挨拶した。
全測連の尾野会長からも、「激動する

社会状況の中で、双方が協力体制を採り、

お互い役割分担しながら業務が遂行でき
るとした本日の基本合意が、法務省と国交
省の関係者立会の下、調印されたことは
画期的な出来事であり、今後ますます土
地家屋調査士、測量士もしくは測量業界、
それぞれの果たす役割は一層高まるもの
と確信しております。」との挨拶があった。
この基本合意書の取り交わしは、日調
連と全測連が未来に向かって業務基盤の
安定を期すその第一歩であり、この署名
式には、法務省民事局民事第二課から前
田幸保補佐官、国土交通省国土地理院企
画部測量指導課から田中博幸補佐のご臨
席を仰いだ。
今後、両連合会が、共通のテーブルに
つき、情報交換を密にし、お互い理解を
深め、社会に貢献できる組織として責任
を果たすことを誓い、式典を終了した。
	 （取材：広報部）

業務基盤の安定と発展を期して基本合意書の署名式を挙

行

業務基盤の安定と発展を期して基本合意書の署名式を挙行

出　席　者

日本土地家屋調査士会連合会 社団法人全国測量設計業協会連合会
会　長 松岡　直武 会　長 尾野　安次
副会長 下川　健策 副会長 遠藤　修一
副会長 横山　一夫 独禁・入契委員長 西出　善助
副会長 大星　正嗣 独禁・入契副委員長 小田　義人
副会長 小林　庄次 法制部会長 大沢　　隆
社会事業部理事 海野　敦郎 専務理事 加納　正敏
業務部理事 小野　　勇 総務部長 福島　郁夫
専務理事 瀬口　潤二 企画部長 若木　泰宏
常務理事 竹谷　喜文 業務部長 宮崎　清博

オブザーバー
　　法務省民事局民事第二課	 前田幸保　補佐官
　　国土交通省国土地理院企画部測量指導課	 田中博幸　補佐

日本土地家屋調査士会連合会
松岡直武会長

全国測量設計業協会連合会
尾野安次会長

全測連	尾野安次会長以下役員

日調連	松岡直武会長以下役員
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日本における14 条地図整備推進
のための基準点整備等の動向
～測量成果の品質確保～

大瀧　茂
日本土地家屋調査士会連合会　登記基準点有識者
協議会委員
（社）日本測量協会　測量技術センター基準点デー
タ提供部長

1．都市再生街区基本調査

1.1　都市再生街区基本調査の創設
国土調査法に基づき作成された地籍図は原則とし

て、不動産登記法 14 条第 1項に規定されている 14
条地図（以下「地図」という。）として登記所に備
え付けられる。土地の所有権等を公示するために、
人為的に分けた区画を一筆といい、登記所では、一
筆ごとに登記がなされ、土地取引の単位となってい
る。一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、
境界及び面積を調査する地籍調査は、土地の境界を
明確にし、土地取引による経済活動全体の円滑化・
活性化につながり、公共事業などを円滑に進めるた
めにも早期に取り組むことが必要です。しかし、日
本における地籍調査の進捗率は全国 46％であるが、
都市部では土地の権利関係が複雑なため調査が遅
れ、19％である（表－ 1）。

表－ 1　地籍調査の達成率（2003 年度末現在）

対象面積 実績面積 達成率
（km²） （km²） （％）

D I D 12.255 2.303 19
宅　地 17.793 8.643 49
農用地 72.058 49.422 69
林　地 184.094 72.175 39
合　計 286.200 132.543 46

東京「六本木ヒルズ」の開発計画では、境界や面
積の確定作業に約 4年を要した。境界を正確に反映
した地図の未整備は、都市部の再開発事業の支障と
なるばかりでなく、経済の面にも悪い影響を及ぼす。
こうしたことから、2003 年 6 月の都市再生本部会

合において、全国の都市部における地籍整備を推進
するため、関係省庁が協力して推進するよう指示が
あった。これらを踏まえて、土地・水資源局国土調
査課を調査実施主体とする「都市再生街区基本調査」
事業が創設された。

1.2　街区基準点等の整備
作業・測量等を行う主体として、国土交通省国土

地理院（以下、「国土地理院」という。）が担当し、
2004 年から 2006 年までの 3年間で、全国DID地域
（人口集中地域）のうち 751 市区町（約 10,100 km2）
に 19 万点を超える街区基準点が整備された。また、
国土地理院は、三大都市圏（（独）都市再生機構が担
当）以外の街区点測量も担当し、街区基準点を基に、
現況測量結果図を作成するために必要な街区点（街
区の角の位置を示す点で公図の四隅の対応点）の位
置を測量した（図－1・2、表－ 2）。

● 4等三角点、公共基準点等を基準として、街区
基準点を測量・整備します。

●街区基準点等をもとに街区点を測量し、現況測量
結果図を作成します。

第 6 回国際地籍シンポジウム 論文紹介Ⅱ
今月は、「第 6 回国際地籍シンポジウム in 韓国（10月8-9日開催）」の第 2 分科会「地籍測量、測位」

で発表された日本・韓国・台湾発表者の論文を紹介いたします。

カダストラル・スタディーズ

図－ 1　街区基準点測量・街区点測量（国土調査課ホームページ）

カダストラル・スタディーズ第 6回国際地籍シンポジウム	論文紹介Ⅱ
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基準点測量・街区点測量において使用した主な規
程等は、次に示すものである
①都市再生街区基本調査作業規程
②都市再生街区基本調査作業規程運用基準
③都市再生街区基本調査街区基準点・街区点測量作
業記載例

④基準点測量作業規程
⑤基準点測量作業規程運用基準
⑥基準点測量作業規程記載要領（案）
⑦測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換
マニュアル

⑧都市再生街区基本調査における電子納品要領（案）
⑨基本測量電子納品要領（案）
⑩測量成果電子納品要領（国土交通省）
⑪請負測量作業共通仕様書
また、街区基準点設置の当たっては、全国に整備

された約1,230 点の電子基準点（図－3）を既知点と

したGPS測量が行われた。電子基準点を使用する
ことで、既知点での観測が省略できるので測量作業
の効率化が図られた。なお、電子基準点の観測デー
タは国土地理院ホームページよりダウンロードして解
析する作業工程になっている。

1.3　街区基準点の活用への対応
2006 年 7 月、土地・水資源局国土調査課長より
法務省民事局民事第二課長宛て、「街区基準点及び
街区補助点成果の写しの管轄登記所への備え付け、
不動産登記法に基づく地積測量図作成での活用、関
係機関への周知を図る等」旨の通知がなされた。こ
れを受けて 2006 年 8 月には、法務省民事局民事第
二課長より日調連会長宛、「法務省関係機関への通
知、分筆登記の申請に当たり、街区基準点の成果に
基づいた調査・測量の実施を要請する等。」の趣旨
の通知がなされた。また、日調連会長より各土地家

標識の種類
街区基準点には、国家基準点や公共基準点を基準に約 500 m間隔に設置される街区三角点と、この街区三角点を
基準に約 200 m間隔に設置される街区多角点があります。街区基準点測量を行うために節点鋲を、また、街区点
測量を補間するための補助点鋲を設置することもあります。

街区三角点φ 75 mm 街区多角点φ 50 mm 補助点鋲	
節点鋲 φ 40 ～ 50 mm

図－2　街区基準点標識の種類（街区基準点測量　国土地理院パンフ）

街区基準点の種類
設置点数

測量作業方式 点間距離 基礎とする基準点

街区三角点
25,081 点

主としてGPS測量法 約 500 m
基本三角点（電子
基準点を含む）
1 ･ 2 公共基準点

街区多角点
165,865 点

主としてTSによる
多角測量方式
ネットワーク型RTK-
GPS測量法（間接法）
も使用可

約 200 m

基本三角点（電子
基準点を含む）
1 ･ 2 公共基準点
街区三角点

表－ 2　街区基準点測量の概要

図－ 3　電子基準点内部の機器の構成
（国土地理院ホームページ）
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屋調査士会長宛て、前述の通知文を踏まえ、その趣
旨を周知する通知がなされた。こうして、国土交通
省・法務省・日調連の連携により、街区基準点の活
用への環境が整ったのである。

�．（社）日本測量協会が果たす役割

2.1　監督業務支援
国土地理院では、街区基本調査に係る発注物件数

は、2004 年度に 200 物件を超え、監督職員が大幅
に不足することになり、この不足を補うために、街
区基本調査に係る監督業務を補佐することを目的
に、「監督補助業務委託制度」を導入し、監督業務
の一部を（社）日本測量協会（以下「測量協会」と
いう。）に委託した。全国に出先機関を持つ測量協
会は、国土地理院からの委託を受け、国土地理院の
総括監督員及び監督員の指揮の下で監督業務支援を
行った。
測量協会は、監督業務支援として、監督補助業務

計画に基づき、当該作業の発注後から
成果納品後、検査員による検査終了時点までの監

督業務全般について、厳正、公平、丁寧な態度で、
①請負測量の契約の履行に必要な資料の作成に関す
る業務、②請負測量作業現地の地元及び関係機関と
の協議・調整に必要な資料等の作成に関する業務、
③照合、点検等による測量成果の記載内容の確認に
関する業務、街区基準点設置時の現地立会や現地作
業の全行程の総合的な確認を行うために、観測終了
後に実施する実地最終確認業務等の監督業務支援を
行った。結果として、予定どおり都市再生街区基本
調査を完了することができたのである。

2.2　測量成果の品質の確保
街区基準点は、事業終了後にも地籍調査をはじめ

として各種公共測量の基準点として使用することか
ら、国土地理院では測量成果品の検定を測量協会へ
委託した。測量協会では、検定部門により、各種測
量成果品の良否、内容の評価を的確に判定（検定）
して、検定証明書を発行した。また、測量作業に使
用する測量機器についても検定を行った。結果とし
て街区基準点測量作業の高精度化・効率化が図られ、
測量成果の品質の確保ができ、より信頼できる測量
成果が得られた。なお、測量協会測量技術センター

は、「測量機器および測量成果の検定機関」として
国土交通省国土地理院に登録、認定されている。

3．登記基準点を基本三角点等として取り扱う
ための手続き等

土地家屋調査士は、土地分筆登記、土地合筆登記、
土地確定測量等における一筆地測量、法務省が実施
する「地図混乱地域」における地図整備事業や、市
区町が実施する「地籍整備事業」の境界立会、DID
地域の街区基準点等に基づく登記用の地積測量図の
作成、筆界特定制度の中での筆界調査員として筆界
の現地における位置を特定する等国策である地図整
備の促進に向け、活動している。
こうした地図整備と国土調査法に基づく地図整備
は相互に補っているのが現状である。
また、2003 年 6 月に、都市再生本部の「民活と
各省連携による地籍整備推進」会議で、2005 年 3
月に施行された地積測量図の世界測地系座標化（改
正不動産登記規則第 77 条第 1項第 7号）の方針が
定められ、地積測量図には、特別な事情のある場
合を除いて、近傍の基本三角点等に基づく測量成果
による筆界点の座標値を記録することが原則化され
た。こうした状況を踏まえ、日本土地家屋調査士会
連合会（以下、「日調連」という。）は、登記基準点
有識者協議会を設置し、これまで土地家屋調査士等
の努力により、一筆地の筆界点の座標値を公共座標
値とするべく設置しておいた登記基準点について、
基本三角点等として取り扱うための手続き等につい
て検討を行った。検討結果に基づき法務省へ照会文
を提出した。
基本三角点等とは、不動産登記規則第 10 条第 3

項で、「基本三角点等は、測量法（1949 年法律第
188 号）第 2章の規定による基本測量の成果である
三角点及び電子基準点、国土調査法（1951 年法律
180 号）第 19条第 2項の規定により認証され、若し
くは同条第 5項の規定により指定された基準点又は
これらと同等以上の精度を有すると認められる基準
点」と規定されている。
2008年6月、法務省民事局長から日調連会長宛て、
所定の手続きを行った登記基準点については、基本
三角点等と扱って差し支えない旨の通知があった。
この通知を踏まえ、測量協会は、登記基準点測量
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成果の品質確保のため測量成果の検定を行い、検定
証明書を発行した。この結果を踏まえ、登記基準点
評価委員は一定の条件を満たす登記基準点測量成果
として認定し（基本三角点等）、登記基準点評価委
員会より法務省に通知する運びとなった。
「基本三角点等」として取り扱うことのできるた
めの要件及びその認定手続き等について、登記基準
点有識者協議会で決議し、法務省への照会文へ添付
した規定等は次に示すものである。
①日本土地家屋調査士会連合会登記基準点評価委員

会設置規程
②日本土地家屋調査士会連合会登記基準点有識者協
議会規程
③登記基準点認定規程
④登記基準点認定規程標準様式（付録）
⑤登記基準点管理規程
⑥登記基準点測量作業規程
⑦登記基準点測量作業規程運用基準
⑧登記基準点測量作業規程運用基準別表
⑨登記基準点認定手続きフロー図

図－ 4　登記基準点を基本三角点等として取り扱うためのフロ－

登記基準点を「基本三角点等」として取り扱うための手続　登記基準点認定手続　フロー図
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■ e-GPS VBS RTK を用いた土地修正測量の精度
（発表者：Wei-hsin Ho ／台湾）
台湾内政部国土測量中心推動（National	Land	sur-
veying	and	Mapping	Center）は、基地局の有効範囲
を拡張し密度を減少させるために、2006 年に e-GPS
基地局ネットワークを構築した。このシステムは、高
精度の測位結果を得て、多目的なサービスを提供す
るために、地域位置誤差補間（regional	position	er-
ror	 interpolation）および VBS（仮想基地局）技術も
含んでいる。本論文では、VBS-RTK（仮想基地局を
利用したリアルタイム動的干渉測位）技術による補
助基準点測量や土地修正測量（land	revision	survey）
について議論する。
調査対象地は、2006 年に地籍図が完成している
台北の Yin-Kao 地域である。最初に、VBS-RTK
北部サービスネットワークを用いて、調査対象地に
位置する 4級以上のすべての基準点および境界点を
調査した。観測結果を地籍図の公式座標（VBS-RTK
座標系に合わせるために 6つのパラメータで変換し
た後の値）と比較したところ、N軸（緯度）で 2.2 cm、
E軸（経度）で 2.0 cm、位置で 3.0 cm の平均差（絶
対値）があった（平均二乗誤差では、それぞれ、±
2.4 cm、± 2.6 cm、± 3.5 cm であった）。観測座標
をアフィン変換したところ、1点を除いて、位置差
は 5 cm 以内に収まった。次に、VBS-RTK の精度
を評価するために、VBS-RTK技術を用いて土地補
正測量を行い、区画ごとの座標値と面積の計算結果
を既知データと比較した。農地や空地が多く、上空
の視界がよく、VBS-RTKのみで観測を行った地域
では、1点を除いて、位置差が 6 cm 未満（規定内）
に収まった。建物が多く、上空の視界に障害があり、
トータルステーションを併用しながら観測を行った
地域では、1点を除いて、位置差が5 cm未満に収まっ
た。
結論として、次のことが導かれる。1）VBS-RTK

と既知データの座標平均差は 0.1 cm であり、VBS-
RTKの観測精度はとてもよく、安定している。2回
の調査結果には、2～ 3 cmのシステム誤差があるの
で、VBS-RTKの結果を直接使うことはできず、ア
フィン変換を行うべきである。2）座標平均差と平均
二乗誤差は、アフィン変換後、小さくなっているので、
VBS-RTKの結果を 6つのパラメータで変換し、既

知データとより一致させることができる。3）上空の
視界に障害がある場合には、再調査作業の際に、トー
タルステーションなど他の機器を併用する必要があ
る。4）VBS-RTK座標から計算された区画面積（の
誤差？）は規定内に収まっているので、VBS-RTK
技術は地籍再調査作業に利用可能であると言える。

■空中写真測量技術を用いた国土利用調査の実践的
経験（発表者：Hsih-Hsien Wu ／台湾）
台湾では、1990 年以来、内政部が、国土資源の
効果的な利用や土地関連情報の適切な管理に向け
て、「国土地理情報システム（National	Geographic	
Information	System）」の発展目標を設定し、1995 年
に、第一次全国国土利用調査を行った。しかし、土
地利用の変化があまりにも急激であり、過去の土地
利用調査結果が今日の国土計画の要求を満たせない
ため、国土情報を更新することは緊急課題であった。
近年、空間情報技術の発達により、写真測量やリモー
トセンシングの画像が簡易に入手・応用できるよう
になっている。そこで、内政部は、「国土地理情報シ
ステムプログラム－基本環境建設作業第 2段階（2nd	
Stage	of	Basic	Environment	Construction	Work）」と
して、「国土利用調査（National	Land	Use	Investiga-
tion）」プログラムを立ち上げ、2006年から2008年に、
国土測量中心推動が第二次土地利用調査を推進する
こととなった。第二次土地利用調査では、主として、
写真測量およびリモートセンシングを利用した画像
解析や現地調査を行い、地籍図・地形図のデータを
参照することでデータ更新の効率を高めている。国
土利用調査は、国土利用の現状を把握し、国土情報
の基本データ倉庫を充実させるのに役立ち、さまざ
まな機関の国土計画・管理の要求を満たす。
本プロジェクトのフローチャートは図 1-1 のとお
りで、写真測量画像の豊富な情報と参照地図データ
や現地調査を活用し、最新の国土利用調査結果を即
座に得るという構想である。

空中写真測量画像を利用した台湾地域の国土利用
調査は、近いうちに体系化される。本プロジェクト
の計算結果は、国土資源管理の効果的な利用や持続
可能な運用の助けとなり得る。国土利用調査に永続
的に取り組むための知識や結論を以下に述べる。第



11土地家屋調査士　2009.1月号　No.624

一に、空中写真測量画像と衛星画像の解析は任務を
果たす。土地利用調査作業が主に現地調査により行
われていたこれまでとはちがい、本プロジェクトで
は、写真測量画像が主要な要素となっており、分類
基準を設定した後、専門的に訓練を受けた画像解析
技師が国土利用解析対象を処理することとする。第
二に、ステレオ解析は結果の信頼性を高める。「補
足としては唯一の重要な画像解析としてのステレオ
解析」という概念に固執すると、高度差、ステレオ
観測と画像線により提供される 3D情報、色は、土
地利用解析結果の信頼性を大いに高めることができ
る。第三に、現地調査にとって必然的である。建設
利用や公共利用といった国土利用の分類の詳細仕様
があるなかで、画像から得られる情報だけでは、必
要な情報がまだ十分には得られない。それゆえに、
利用特性を確立する補足として、手作業の野外調査
作業は依然として実行可能なスキームである。第四
に、効果的な活用は調査結果の流通と共有に依存す
る。国土利用調査結果は、政府政策実施の基礎参照
データとして利用することができ、また、民間部門
においてもさまざまな場面で活用することができる。
国土地理情報システムの流通メカニズムや結果保護
情報システム（result	protection	information	system）
確立を通じて、調査結果から最善の効果を上げるこ
とができるように、解析情報は、本プログラムのな
かにすでに構築されている。第五に、結果データと
その後の更新にも大いに配慮すべきである。あらゆ

る国土調査は、その時の国土利用状況を反映するこ
とができる。しかしながら、スピードのある社会的・
経済的発展や、工業・商業建設のペースに伴い、よ
り短くなった期間のなかで、数年後にすべてを再構
築することを求めるのではなく、結果として得られ
た情報をどのように絶えず更新すべきかといった問
題が、この情報項目が信用できるか否かを決定する
必須要因となる。

■地籍測量制度の進歩に関する研究 
（発表者：Taek Seung Jung ／韓国）
韓国では、1910 年代に行われた土地調査事業

（1910 ～ 1918）および林野調査事業（1916 ～ 1924）
により地籍図および林野図が作成され、地図上に登
録された境界に基づき地籍測量結果が決定され、測
量機器や測量技術の発展に応じてトータル測量シス
テム（total	surveying	system）など最新の測量手法
が用いられた。しかし、ほとんどの地籍図・林野図
は 100 年近く利用され、伸縮、摩耗、歪みのため、
正確な測量結果を提供することは難しい。さらに、
GPSやトータルステーションなどのハイテク測量機
器による現在の正確な測量結果と多くの誤差を伴う
過去の測量結果との比較から結果を決定することは
難しい。それゆえに、正確な測量そして土地権利に
関係する土地境界の決定のためには、過去に登録さ
れた境界の再整備（boundary	readjustment）または
国土の再調査（national	 land	resurvey）のような画

図 1-1	作業フローチャート（網掛部分は品質管理ポイント）

衛 星 画 像 に よ る 補 完
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期的な改善方案が求められる。したがって、韓国地
籍測量制度に関する根本的な問題を見直し、地籍測
量と測地測量の統合に応じて開発計画を改善する必
要がある。本研究は、韓国における地籍測量制度に
主題を絞り、研究範囲は土地測量がはじまった1910
年から今日までの韓国とし、文献調査とインターネッ
ト検索により、現行の地籍測量制度の分析を行い、
開発計画を見出すことに焦点をあてる。
まず、地籍測量の定義、目的や主題、特徴や効果、
測量方法（平板、セオドライト、EDM（光波・電波
器）やトータルステーション、写真、衛星）や種類（基
礎測量、細部測量）について整理した。次に、測量
基準点（control	point）の設置状況、地籍基準点（datum	
point）制度の問題（1910 年の測量法に基づく3個
の統一原点と 1910 年以前からある 11個の小三角
点）、1910 年代に作成された地図を使用し続けるこ
との限界、測量機器の変化による測量誤差、法的境
界の定義に関する問題など、韓国の地籍測量制度の
現状を分析した。さらに、国家測量基準点（national	
surveying	control	point）の改善、地籍再調査事業
（cadastral	resurvey	project）の拡大、筆界管理（parcel	
boundary	maintenance）のための規則制定、境界標
管理義務、地籍測量事業（cadastral	surveying	proj-
ect）の多様化、法的境界概念の転換など、韓国地籍
測量制度の将来計画について提案した。
以上の分析から、次のような結論が導かれた。1）
韓国の測量基準点を統一することによって、世界測
地座標系の導入により測地基準網を統一する必要が
ある。2）図上の面積は計算上の面積よりも不正確な
ので、地籍測量に対する不信を根本的に解決するた
めに地籍再調査（cadastral	resurveying）のモデル事
業を韓国全土に広げ、土地の法的関係を安定させる
必要がある。3）地籍測量において図上の境界が地上
の境界と正確に一致するためには、現実の境界（real	
boundaries）を考慮した筆地境界（parcel	boundary）
を整備するための関連規則を制定する必要がある。
4）地上の境界標の維持管理義務と登録システムを導
入する必要がある。これにより、一定の登録手続を
通じて地上に印を付けられた境界点標識が境界点地
籍台帳（boundary	point	cadastral	book）に記載さ
れ、所有者がそれを管理できるように制度化される
べきである。5）地籍図に登録されている境界を地上

に復元したり境界を決定する際に基準としての役割
を持っている韓国地籍測量制度では、図上の境界と
地上の境界との不一致を解決するために、地上の境
界すなわち民法境界を中心とする新しい登録方法に
転換されることが必要である。6）地籍ビジネスを関
連ビジネスと結びつけ効果的に運営すること、また、
2D地籍から土地・建物・地下施設を登録する3D地
籍への転換を検討することによって、情報を加工し、
商品化できるよう地籍測量業務を多様化することが
必要である。

■韓国の高度測位サービス制度の技術的側面に着目
した概念設計（発表者：Bong Bae Jang ／韓国）
韓国は、国家理念として創造的な実用主義（creative	
pragmatism）を掲げる新政府の発足以来、政府組
織の変更・革新を進めている。その結果、地籍測
量の主務官庁は、旧MOGAHA（行政自治部）か
らMLTM（国土海洋部）に変わった。これに伴い、
MOGAHAとNGII（国土地理情報院）において別々
に運用されていた測位サービスシステム（positioning	
service	system）も統合され、NGII が運用すること
となった。本論文では、KOPOSS（韓国測位情報サー
ビスシステム）の現状を分析し、現行のKOPOSS
の実質的な発展手段としてKOPOSS基地局および
管制センターについて提案した。
KOPOSSは、ネットワークRTK（リアルタイム

動的干渉測位）またはVRS-RTK（仮想基準点を利
用したリアルタイム動的干渉測位）とも呼ばれるが、
2003 年に NGII によって創設され、2006 年にサー
ビスが開始され、2008 年 4月 21日にシステムが完
成した（図 2-1 参照）。KOPOSSは、後処理のため
のデータサービス、GPSデータダウンロードサービ
スおよびNGPSウェブ（NGII	GPS	処理サービス網）
での自動計算サービス、品質管理サービス、ネット
ワークRTKサービスといった主に 4つの重要な部
分から成る。
本研究において提案している発展型KOPOSSは、
普及しているすべてのGNSS（全地球的航法衛星シ
ステム）をサポートするように設計されている。後
処理アプリケーションのために、利用者は、基準点
（reference	station）および基準点がネットワーク化
されている地域内の所定の位置にあるVRS（仮想基
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準点）からRINEX（受信機に依存しないデータ交
換書式）データを得ることができる。リアルタイム
アプリケーションのために、DGPS（相対測位方式）
および RTK（動的干渉測位方式）がサポートされ
ており、いずれも単独ベースモードまたはネットワ
ークモードで利用することができる。ネットワーク
RTKのために、VRS、FKP（面補正パラメータ）、
MAC（マスター補助コンセプト）方式がサポートさ
れている。
ここで重要なのは、第一に、KOPOSS 基地局と
して、完全基地局（complete	station）と簡易基地
局（simplified	station）の 2 種類を設けることであ
る。前者は、嵐・豪雪や地震にも耐えられるスウェー
デンの基地局のように、受信機・アンテナ・電力装
置・バックアップ回線などを設置した基地局である。
後者は、前者と同等の精度をもつ簡易的な基地局で
あるが、スウェーデンやオランダにおいて高い利用
効率が見られる。山岳地帯や都市部の建物密集地帯
に高密度に配置することで、完全基地局の補助的役
割をもたせることができる。第二に、測位サービス
システム全体を統制・監視する管制センターを人的
にも設備的にも充実させることである。前者につい
ては、職員を約 8名の昼夜交代勤務とし、電話や通
信により利用者をサポートするべきである。後者に
ついては、データファイルを保護するためのファイ
アウォールを構築し、二次的防御システムとして、
IMoS（統合モニタリングシステム）やデータバッ
クアップサーバーなどを設けるべきである（図 2-2

参照）。
なお、発展型 KOPOSS は、インターネットや
GSM（移動通信用グローバルシステム）/GPRS（汎
用パケット無線システム）を通じた利用者と管制セ
ンターの双方向通信システムに基づくように提案し
ている。さらに、提案したシステムは、GPS（アメ
リカの全地球測位システム）のL1/L1C/L2/L2C/
L5、GLONASS（ロシアの全地球測位システム）の
L1/L2 の信号を、そして近い将来にはGalileo（EU
の全地球測位システム）のL1/L2 の信号をも観測
するために、二重周波数受信機をもっている。また、
システムは、管制センターとバックアップサーバー
の間のWAN（広域ネットワーク）システムに利用
されるようになる。そして、システムは、インター
ネット、特に、基地局（reference	station）と管制セ
ンターの間の xDSL（電話回線による高速デジタル
通信）およびMPLS（マルチプロトコルラベルスイッ
チング：ラベルスイッチング方式を用いたパケット転
送技術）に接続されている。
これまでにも、NGII は幾度となくKOPOSSを改
良してきたが、依然として利用者が増えていないの
は、システム提供者に焦点をあてたシステムだから
である。そこで、本研究では、現在の利用者の要求
を満たすように、そして、潜在的利用者の将来ために、
より便利で速く正確な測位サービスシステムを提供
できる発展型KOPOSSを提案した。なお、IT側面
の権限を確立するために、本研究はGNSS設備の世
界標準モデルを示した。

図 2-1　	現行のNGII ネットワークRTKシステム 図 2-2	　KOPOSSの概念的枠組み
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東京大学空間情報科学研究センター（Center	for	
Spatial	 Information	Science	at	 the	University	of	
Tokyo、略称 :CSIS　HP：http://www.csis.u-tokyo.
ac.jp/japanese/index.html）では、産学官における
空間情報の研究推進、法整備、人材育成などに取り
組んでおられますが、本年度より「空間情報社会研
究イニシアティブ」と称する寄付研究部門が設立さ
れ、概ね 2ヶ月に 1 回の公開シンポジウムを開催
されております。同組織については、ホームページ
で下記の紹介がされております。

（以下 HP より抜粋）
本寄付研究部門は「空間情報社会（Geospatially 

Enabled Society）」の実現のために、学術的な立場
から上記のような共通の政策的、技術的課題につい
て調査研究を実施し、研究成果のインキュベーター
として政策提言と実証支援を進めます。

【長期的目標】
空間情報社会と産業の一体的な発展　～空間情報基
盤を構築し、空間情報産業を世界 No1 に～

【短期的目標】 
①空間情報基盤を公共的に維持、利用するための政

CSIS　寄付研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ」

第 4回公開シンポジウム　

「参加する・しない？～地域におけるサステナブルな空間情報基盤のあり方について」

策研究とそれらを支える基盤技術の開発・実証
地域における空間情報基盤を維持、利用するため
のパブリックなビジネスモデルの提案と実践。自
治体における空間情報利用の促進を通じての地域
サービス向上、活性化支援。

②空間情報における流通（収集する、交換・配信す
る）と編集（集約、編集し新しいものを作る）の
基盤技術確立。

これまで 3回のシンポジウムが開催されています
が、いずれも新たな時代の地籍情報のあり方を考え
させられる興味深い内容であったので、今回も非常
に楽しみにしながら会場へ向かいました。
冒頭、CSIS センター長である、東京大学・柴崎
亮介教授より開会挨拶があり、過去 3回のシンポジ
ウムにおいては、技術的な場面での発表・講演が多
かったが、今回はより実践的な内容を意識した構成
であるとの説明がありました。会場はほぼ満員で来
場者数は約 200 名でした。
以下、各講演内容の概要を報告します。

CSIS 寄付研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ」

第 4 回公開シンポジウム
「参加する・しない？ ～地域におけるサステナブルな
空間情報基盤のあり方について」

日 時 平成20年12月15日（月）14：00～18：00
場 所 東京大学駒場第Ⅱキャンパス（生産技術研究所内）An棟2階
講 演 ①「総務省における地域情報政策の取組について」

総務省自治行政局地域情報政策課地域情報政策室　課長補佐　石川家継氏
②「空間情報整備の共同化に関する三重県の取組について」

三重県政策部情報政策室地域情報化グループ　主査　山口成大氏
③「�サステナブルな空間情報基盤の整備・構築に向けた地域ビジネスモデルや
合意形成手法の確立について」

株式会社三菱総合研究所　社会システム研究本部長　中村秀至氏
④「空間情報整備における東京都とのSPC事業について」

東京デジタルマップ株式会社　社長　井上直水氏
⑤「地域情報プラットフォームにおける取組について」

財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）　武藤俊一氏
⑥「ヤフーにおける地域情報サービスの取組について」

ヤフー株式会社　地域サービス事業部長　村田岳彦氏



15土地家屋調査士　2009.1月号　No.624

講義①「 総務省における地域情報政策の取組に
ついて」

総務省自治行政局地域情報政策課地域情報政策室
課長補佐　石川家継

総務省では、全国の
各自治体に対して、「統
合型GIS」の仕組みを
推進してきたが、ここ
5年間で 2割程度の進
捗率でしかなく、統合
型GISを導入しながら
個別型 GIS を併用し
て導入している自治体
が多数あり、そもそも
事業重複を排除するために推進した統合型システム
が皮肉にも新たな重複を産むという事態になってい
る。又、統合型GIS を推進してきた 10 年ほどで、
コンピュータ、インターネットの環境は大きく変わ
り、費用対効果や本来の効果とされた利便性などが
形骸化しているような事態も見られている。自治体
によっては、統合型GIS の導入そのものが目的化
してしまうという現象もあり、抜本的な見直しが必
要である。これらの事態については、総務省として
の事業の総括、見直しを怠ってきたことに問題があ
り、今後は事例研究などを進めながらよりよい方向
を模索していく必要がある。
等々、様々な事例、統計情報の説明の後、今後の

課題としては、標準となる地図の検討、利用者の目
線に立ったシステム開発、費用対効果を十分に検討
すること、などが挙げられた。又、実現のための組
織連携（対国土交通省、交付金制度）などが検討さ
れているとのことであった。

講義②「 空間情報整備の共同化に関する三重県
の取組について」

三重県政策部情報政策室地域情報化グループ
主査　山口成大

三重県では 1999 年から全県的な地図共同化が推
進されてきた。5年間の協議を経て、地図の更新に
ついて、共同整備事業を提案、2005 年から、県市
町村共同による共有デジタル地図整備事業が発足し
た。このことは、市町村の地図更新スケジュール

を合わせることにより、事業の効率化と、コストダ
ウン（共同発注による航空写真測量の回数減など）、
情報共有化などの効果を期待するもので、その他、
オルソ図化の利用、職員による現地調査等の取り組
みなど新しい手法を取り入れることにも積極的な動
きを見せている。
今後、運用管理規定や図化項目などで共通規則を
設定し、より効果的な地図整備を推進していく予定
であるとのことであった。

講義③「 サステナブル（sustainable）な空間
情報基盤の整備・構築に向けた地域ビ
ジネスモデルや合意形成手法の確立に
ついて」

株式会社三菱総合研究所
社会システム研究本部長　中村秀至

（株）三菱総合研究所では、空間情報を活用した地
域ビジネスモデルについての研究、提案を行ってい
る。地域ビジネスモデルのポイントは、事業関係者
のメリットを明確にすることにより事業推進力を
産むことが必要で、事業メリットが事業の永続性
（sustainable）を呼び込むことになるが、時間経過
による技術、環境等、事態の変化が生じるので、定
期的な評価の見直しが必要である。
事業スキームとしては、初期ハードルの低さ、金・
人・データの流れにボトルネックがないこと、投資
を呼び込む将来的ビジョンがあること、などが挙げ
られていた。

講義④「 空間情報整備における東京都とのSPC
事業について」

東京デジタルマップ株式会社
社長　井上直水

東京デジタルマップ株式会社は、東京都との官民
共同事業により、都の 1／ 2500 地形図更新事業を
行っている特別目的会社（SPC）である。両者は
協定に基づき、地図事業を推進しており、建物デー
タベース等の二次著作物の販売等、これまでにな
かった事業モデルを構築されていた。今後も持続的
に新たな事業へ取り組んでいくとのことであった。

総務省自治行政局地域情報政策
課地域情報政策室
	 課長補佐　石川家継氏
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講義⑤「 地域情報プラットフォームにおける取
組について」

財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）
武藤俊一氏

APPLIC は、総務省管轄の団体で地域情報化施
策の総合的な推進を図るために設立された組織であ
る。事業の内容は、地域情報プラットフォームを策
定し、システム間連携を可能にするというもので、
システム間連携を構築することにより地域、団体を
超えたワンストップ化が可能となる。
現在、地域情報プラットフォーム標準仕様を策定

（ver2.1）。準拠製品を登録することにより、自治体
間、官民間で、より広い観点での連携が可能とな
る。例えば、引っ越しに関連する企業（電気・ガス
等）の相互連携で、一度行政窓口に行くだけで全て
の手続きが完了する…など、利用者視点でのサービ
スが検討されており、そのことによる各種コストの
削減、民間能力の活用と活性化が期待できるとされ
ていた。

講義⑥「 ヤフーにおける地域情報サービスの取
組について」

ヤフー株式会社
地域サービス事業部長　村田岳彦

ヤフー株式会社におけるデジタルコンテンツの現
状とこれからの構築視点などが説明された。
コンピュータの普及状況として、現在ではコン

ピュータを 2～ 3 台と複数利用している人が増え
たこと、8割以上の人がオンラインショッピングの
経験があるということ、特に 30 代女性では 94％が
経験しているなどという、市場の状況から今後は、
顧客の消費行動を換えることができるサービスを
創っていくことを目指しているとのことであった。
しかし、現在ではPCよりも携帯電話からのサービ
ス利用が延びを見せており、今後のコンテンツ開発
ではそういった市場原理が少なからず影響してくる
であろうとのことであった。
又、地図の問題に関して、おおよそ 1998 年くら

いから、地図がインターネットから無料でダウン
ロードできる、いわば『地図情報革命』といった現
象が生じており、地図は「買う」時代ではなくなっ
たのではないか、という見解を示されていた。

パネルディスカッション

コーディネーター　CSISセンター長　柴崎亮介教授
パネリスト	 講演者
パネルディスカッ
ションは、それまでの
講演者 6 名をパネリ
スト、柴崎教授をコー
ディネーターとして行
われた。冒頭、柴崎教
授から各者の講演内
容を簡潔にまとめられ
た。
○統合型 GIS が共同化の唯一の目的ではない 石川
○県・市町村による公共主体の共同化 山口
○共同化は有利だが、固有のリスクもある 中村
○民間記号も参加した共同化 井上
○ GIS も含んだ電子自治体における標準化 武藤
○地図の「新しい」使い方、地域サービス、

PC vs Mobile 村田

議論は会場からの発言を求めながら、活発な意見
交換が図られていました。
地図に関する議論では、会場から「5年もしくは

3年スパンでの地図更新、航空写真を利用して地図
を作り替えるというスキームは不合理なのではない
か」という意見があり、「衛星測位の利用、日常行わ
れている測量作業データの活用などをシステムに組
み込めばかなりの効率化ができるのではないか」と
いう提案がありました。しかし、行政としての取り
組みでは、データの品質保証、特に測量業者間にお
ける技術レベル（例えばGPS機器の普及など）の
相違、地図更新事業の時間差問題、などが挙げられ、
時期尚早ではないかとの見解が多かったようです。
ただ、中には、品質管理の規則が明確化されるこ
とにより可能ではないかという積極意見もあり、個
人的には、我々の業界においても重要視しなければ
ならない問題であると感じました。
いずれの問題点についても、これからは単体組織
で動くのではなく、官民、官官といった組織間連携
が重要な要素であることが共通の認識であり、その
ための創意工夫、官のメリット、民のメリットを生

コーディネーター：柴崎亮介教授
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かす連携体制を構築していく必要であるとされてい
ました。
最後に、総務省の石川氏から、現在のコンピュー

タを取り巻く環境は進化し続けており、共有化を実
現するには、デジタルデータ提供を強制するような
法整備、そのためのシステムを国が補完していくく
らいの取り組みが必要なのではないか、という意見
により、議論のまとめとされました。

今回のシンポジウムでは、特に「官民の協働」と
いうテーマが大きく取り上げられており、特に総務
省・石川氏が、「省庁、官民を超えた連携」を推奨され、
「自らの変革を突破口とする」という前向きな取組
の姿勢が印象に残りました。
情報の共有というテーマは今の我々においても重

要な課題でありますが、基準点という基本的な情報
活用でさえ、遅々として進んでいない感があります。
本シンポジウムで議論されたように、組織の役割

や、地図の価値、情報流通の考え方などは、劇的に
変わろうとしています。「共通ルール」「共通プラッ
トフォーム」という言葉が普通に議論されるように
なってきた社会の価値観と我々資格者の持つ価値観
はいつしか大きな温度差を持つようになっているの
ではないでしょうか。これまでのように「自分一人
で…」何かを作ることができる時代では無いことを
痛切に感じました。
登記申請ができること、境界の知識があることは

専門資格者としては当たり前のことであります。
そのことを出発点として、その知識、情報をいか

に社会に有益な情報として多目的に利活用していく
かもしくはされていくのか、ということが今後の
テーマであり、そのための情報標準化構想、組織連
携を図ることを推進していかなければ、資格職能の
存在意義は保てないのではないかと感じました。

おわりに

会場では、札幌会の大場副会長（日調連財務部長）
と佐藤さん、小鷹さんとお会いしました。
次回北海道ブロック開催の地籍シンポジウムに柴
崎教授をお招きしているということで、事前打ち合
わせを兼ねての上京だったそうです。
開催は平成 21 年 2 月 27 日（金）午後より、ホ
テルライフォート札幌にて行われるそうです。全国
のみなさまのご来場をお待ちしておりますとのこと
でした。
北の大地にて、地籍の未来を語る…楽しい企画に
なりそうです。
	 （取材　日調連研究所　研究員　上田忠勝）

パネルディスカッション
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土地家屋調査士は、土地家屋調
査士法第 1条に「この法律は、土
地家屋調査士の制度を定め、その
業務の適正を図ることにより、不
動産の表示に関する登記手続の円
滑な実施に資し、もつて不動産に
係る国民の権利の明確化に寄与す
ることを目的とする。」と定められ
ているとおり、一般市民にとって
は本来必要とされる職務でありな
がら、業務として一般市民の方々
と係わる機会が少ないため、その
知名度はまだまだ低いのが現状で
あります。
偶然にも昨年、一昨年と愛媛大

学において不動産登記法関連の授
業を非常勤講師として講義する機
会を与えられましたことは、常々、
土地家屋調査士として社会に貢献
することにより、少しでも土地家
屋調査士制度また資格者である土
地家屋調査士を社会にアピールす
ることはできないものかと模索し
ていました私にとりまして、この
上ないチャンスとの巡り合せの始
まりでした。
私といたしましては、土地家屋

調査士なる職業を天職ととらえ、
愛し、今日までその職責を忠実に
全うすることを第一と考え邁進し
てまいりましたが、愛媛大学にお
いて講義を担当させていただいた
後、土地家屋調査士としてもっ
と社会に貢献すべきでないか？ま
た、一人の土地家屋調査士の力で

も何か社会に役立つことはできな
いか？とその想いは更に大きく膨
らんでいくばかりでした。
そして、今年は愛媛大学で本格
的に毎週 90 分の不動産登記法の
講義を行う運びとなりました。重
責を感じながらの準備に追われて
いる中、さらに願いは叶うものな
のでしょうか、愛媛県総合教育セ
ンターから、愛媛県土地家屋調査
士会へ外部講師による講座の講演
依頼について、お声をかけていた
だきました。
今回は、愛媛県総合教育セン
ターにおいて実施した講座の 1コ
マをご紹介させていただきます。
愛媛県教育委員会では、毎年その
年に新規採用した県立学校（高等
学校・特別支援学校・養護学校）
の教員を対象に、実践につなが
る理論や実技等に関する研修を行

い、実践的指導力及び使命感を養
うとともに、幅広い知見を身に付
けることを目的とした初任者研修
講座を実施されています。本年も
平成 20 年 7 月 28 日から、主に
学校の夏休み期間を利用して実施
されました。講座は、「情報セキュ
リティ」「生徒指導の意義と実際」
をはじめ、教員としての実践に即
した内容を総合教育センター所員
（ベテラン教員）の皆さんが講義さ
れ、受講生の方々はその研鑽に努
められているとお聞きしていま
す。そんな中、外部講師による講
演 70 分枠についての対応をさせ
ていただきました。
若い教員の皆さんに土地家屋調
査士制度を広報させていただくと
ともに、日本の次世代を担う方々
との情報交流の場としても大変有
意義であると考え、講師として務

教育界へのアプローチ

―ある土地家屋調査士の挑戦―

―教育のプロとして人の痛みを感じるために―　愛媛県土地家屋調査士会　会長　岡田潤一郎

愛媛県土地家屋調査士会　会長　岡田潤一郎

教育界へのアプローチ
―ある土地家屋調査士の挑戦―

―教育のプロとして人の痛みを感じるために―
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めさせていただくことといたしま
した。
事前に送付されてきた資料によ

りますと、今年度の対象教員等の
氏名、受講生の平均年齢（やはり、
初めて講義をする者にとっては貴
重な事前情報です。）、日程等の記
載があり、私が担当するのは 8月
11日（月）でした。当日は、真夏の
猛暑日であり、担当しました時間
は昼下がり（研修会では、昼食後
の本当に眠くなる時間帯）で、「境
界問題相談センター愛媛」のPR
の役に立てばと考えて持参し配布
させていただいたウチワが、思い
のほか好評だったのには嬉しく思
いました。最近は、愛媛大学をは
じめ様々なところで講義や研修会
講師を務めさせていただいている
ので、まぁなんとかなるだろう的
な感覚でおりましたが、よくよく
考えてみますと、超難関の教員採
用試験をパスされた優秀な人材の
新任教員の方々が講義の対象者で
あり、私では不適格とは感じつつ

も「教育のプロとして人の痛みを
感じるために」という大層なタイト
ルでお話しさせていただきました。
プロローグ的に土地家屋調査士

に関する広報と土地の筆界・境界
論を説明し、本題では「教育者と
いえども生徒（人）の話を聴くこと
こそすべての始まり」「聴き上手
になるために」「沈黙の意味」など
を解説しながら、また、具体的意
識対応として、生徒（人）の話を聴
いている最中は、教員のプライド
やステイタスはドアの向こうに置
いておくべき、あるいは具体的態
度として、話を聴いている時には
絶対に携帯電話をいじらない等と
お話しているうちに、気が付くと
ADRにおける調停トレーニング
的な内容になっていました。
受講していただいた教員の皆

さんに私からお願いしたポイント
は、「常にニュートラルな心でい
てほしい」「教員（公務員）の世界
に閉じこもらないでください！」
「街に出てご飯をいろんな人と食

べよう！」「地域のボランティアに
参加しよう！」「教育現場の常識
が社会のスタンダードでないこと
も多い」「先生と呼ばれることに
慣れないでいてほしい！」と常に
生徒の身近な存在であることを意
識して教員生活を送っていただき
たいとのメッセージを込めたつも
りです。
愛媛県土地家屋調査士会では、
平成 20 年度の事業計画において
「教育界へのアプローチ」を掲げて
おり、素晴らしいタイミングでま
た、私自身の生き様を振り返る意
味でも本当に純粋な目をした若い
教員の皆さんの前で貴重な体験を
させていただき、関係各位の方々
に心から感謝いたしております。
また、今回の講義が、受講してい
ただいた方々にとって、いつの日
か何らかの形でお役に立つことが
あれば幸いと思います。ありがと
うございました。
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目的地「ADR 設立」の白地図

時は遡って、平成 19 年 5 月、
定時総会においてADR設立準備
委員会の設置が承認された。しか
し、岡山会には境界鑑定委員会の
ような前組織がなく、まして社会
事業部は新設の部署で事業計画も
なく、担当部の長を拝命した私は、
目的地のみ示された白紙の地図を
手にしたような不安な気持ちを抱
いた。
とにかく目的地までたどりつけ
る地図を探して、事業部としての
計画を立て、先行会の「境界問題
相談センターおおさか」を視察さ
せていただくことにした。
折しも大阪のセンターは認証申

請中で、司法法制部のヒアリング
が並行している大変お忙しい中だ
ったが、西田先生をはじめ、セン
ターの皆さんが大変親切にご案内
くださった。しかし、さすがに人
的にも財政的にも非常に基盤が整
っていて、岡山会として地図を求
めに行ったはいいが、百科事典の
ような地図に出会ってしまい、ど
こをどう探せばいいのか、皆目見
当がつかなくなってしまったので
ある。
そこで安易な魅力ある選択肢に

出会う。

天から舞い降りた略図

岡山にはそもそも弁護士会の仲

裁センターが 10 年の歴史をもっ
て機能しており、全国的にも有数
の実績を持っている。しかも、調
査士はここで専門委員という役目
をいただき、すでに関与させてい
ただいている。基盤のない岡山会
は独自にセンターを設立するより、
こことうまく連携をとり、今の弁
護士会との関係をより強固にして
制度を整える、つまり、弁護士会
への相乗り型センターをつくる、
その方がADR機関を乱立させる
より一般の方には利用しやすいの
では？という神の声とともに目的
地までの略図が舞い降りてきた。

目的地、それは単なる通過点

しかし、その方向性はじきにぶ
れる。9月に鳥取会さんから研修
のお誘いをいただき、担当理事と
ともに和田直人先生の講義を聴か
せていただいた。そこで何故調査
士会にADRが必要かという実に
熱と心のこもった講義と、100 名
を割る会員規模の単位会がいかに
運営していこうとしているか、真
剣に学んでおられる担当役員の姿
に心を揺さぶられ、先に手にした
略図を握りしめ、考え込んでしま
った。目的地だと思っていたのは、
単なる通過点にすぎないことに気
づいてしまったのである。そして、
そこからさらに広がる調査士制度
の未来に向けて、自らの手で守り
育てることを避けて通ることが今

の私の役割なのか…
しかし、そこまでの準備と存続
させていくための制度構築に向け
て、会員への負担とさらに役員と
しての自分たちへの負担を想像す
ると、まだ魅力ある略図は手放す
勇気がなかった。

略図と白地図と…

さらに 11 月、愛媛会さんより
研修のお誘いをいただき、担当理
事と 2名で、実際のセンター（境
界問題相談センター愛媛）も見学
させていただいた。ここではセン
ターに関与する皆さんの謙虚で、
真摯な気持ちに非常に感銘を受
け、会として取り組む姿勢の比較
はさておき、外観上の規模だけは
岡山会と近く、大きな勇気と力を
いただいた。
帰路の車中は担当理事と緊急部
会である。これからの方向を徹底
的に議論した。岡山会の現在と未
来、財政的な負担、人材の確保…。
具体的に言えば、日常の業務の
中で出会う紛争を抱えた市民の方
を自分たちの心及ばざるところへ
誘うのか？それでこの資格が魅力
あるものになっていくのか？ 55
年を超える歴史は先人たちが築い
てくださった賜で、それを継承し
た今の私たちがあり、そして将来
の制度を担う未来の調査士に継承
していく。それが今の我々の責
任でもあるはずだ。社会の変化に

ADRセンター岡山

「境界問題相談センター岡山」開設	岡山県土地家屋調査士会　社会事業部長　金関　圭子

「境界問題相談センター岡山」設立
岡山県土地家屋調査士会　社会事業部長　金関　圭子
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応じて、我々の意識も改革をして
いかなければならないのではない
か？この業務に携わり、境界の問
題は単に登記で解決できない心の
問題が多く潜んでいることも一般
の方から業務を通して教わった。
その私たちが、社会から求められ
ていることは何か？資格者として
何ができるか？
最後に立ち寄った与島PAで瀬

戸内の暮れた海を見ながら、遂に
言葉を放った。「やってみようと
思います」すると、私にとっては
父のような存在の相棒担当理事
はいつものあたたかい笑顔と声で
「よっしゃ」と…。
私たちはそこできっぱり略図を

捨て、再度白地図を選択したので
ある。このとき張りつめた空気に
時間が刻まれる感覚は忘れること
ができない。

岡山会としての地図を描きはじ
めて…

その後、希望が叶い和田直人先
生を岡山に招き、当会の会員に
も、役員にも講義を聴いていただ
ける機会を得た。執行部内では来
秋 11 月頃には立ち上げようとい
う機運さえも高まった。
ただ、担当 2名ではあまりにも
荷が重く、まずはPTを立ち上げ、

組織として取組むことにした。当
時の岡山会にとって、ADRは全
く未知のもので、まずは「ADRと
は何か」というところからPTで
学ばなければならなかった。すべ
きこと、検討することは山積みで
ある。春から弁護士会への申入
れも進行した。幸いにも岡山弁護
士会の仲裁センターとのパイプも
あり、他の会で聞いていたよりは
ずっと親和的な話し合いをしてい
ただいた。しかし、組織対組織の
話であり、しかも一時的なもので
はなく、継続、発展させていかな
ければならないもの、まして弁護
士会の仲裁センターとの関係を継
続したままの取り組みである。こ
こは特に慎重に協議した。なぜ
我々が仲裁センターと重なる事件
を独自に引き取るか、またこちら
で扱えないものをどう弁護士会へ
回付するかについては最重要課題
であった。

行き止まりの道に遭遇

ここで問題が生じた。岡山会と
しては大きな取り組みであるにも
関わらず、執行部・理事が一丸と
なれないのである。それはPTが
真面目に取り組むほど、会務の執
行権限をもつ役員らと意識が乖離
していくのである。これはひとえ

にそこを繋ぐ社会事業部の私の大
失態である。そこで苦渋の選択で
PTを解体し、権限と責任を理事
会に戻すという組織改革をした。
組織として取り組むことへの難し
さを痛感した。
同時に「なんとなく秋ごろの立
ち上げ」という曖昧なムードを一
新するためにも多少は無理な計画
であることは承知の上で、再度目
標設定「平成 20 年 11 月 23 日の
記念式典挙行」を強行決定し、全
力で疾走することを理事会で承認
を得た。会員に向けては、月報を
通じ、また会員向けのHPの掲示
板での情報発信に努めた。役員と
会員の意識の乖離を少しでも埋め
たいというささやかな思いからで
ある。

白紙の地図は色づけられて…

平成 20 年 7 月、弁護士会から
3人、調査士会から 3人の 6人体
制で設立準備委員会を開催するこ
とになった。
8 月からは、厳しい企画とは
重々承知しながらも設立に向け、
関与員を公募し、非常にタイトな
スケジュールで研修を開催した。
時に稚拙な内容になったり、準備
が十分でなかったりということに
も関わらず、毎土曜日の午後、毎

岡山地方法務局	林　久義局長 記念式典の様子設立記者会見の様子
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回 30 数名の方が熱心に参加をし
てくださった。
同時に規則、規程の整備、費用

の検討、広報ツールの検討と理事
役員は初めて一丸となって地図を
次々に色づけていったのである。
そうした中、10月の弁護士会の
常議員会では、我々の甘い期待に
反して両会の協定が承認に至らな
いという挫折を経験した。再度猛
省し、規則マニュアルを整え、ま
た弁護士準備委員も今度は相当の
準備をし、最後のチャンスの 11
月の常議員会に臨んだ。当日は担
当弁護士からの連絡を待ち、携帯
電話から手が離せないでいたが、
午後 3時すぎ、「今承認可決にな
りました」という連絡とともに、執
行部で沈滞していたムードは一変
した。そして、設立を前提として
運営開始の準備、シミュレーショ
ン、事務局の対応マニュアル作成、
電話対応研修、記念式典準備との
課題の山を克服し、やっと岡山会
として通過点である設立という地

点に今こうして到達することがで
きたのである。

スタートラインから見えたもの

決して安易な道ではなかったが、
ここに至り、改めて気づくことも
ある。まずは組織の一員としての
自己反省である。私個人としての
ペースと、組織としての、中でも
社会事業部長という立ち位置での
ペースの違いを認識していたつも
りが十分でなかったことは自分自
身反省をもって振り返る。ADRを
組織で継続していくことは、すな
わち温度差のある各会員を広い視
点から暖めていくことが大切であ
ると痛感している。何度も降り注
ぐ火の粉を払っていてくれた上司
には感謝の言葉が尽きない。
次に「事務局」の存在。夜遅くま
で業務命令でないにもかかわら
ず、懸命に規則を読み込み「勉強
したいんです」と言ってくれる事
務局は、産みの苦しみを共にした
岡山会の宝だと誇りに思う。組織

岡山弁護士会との協定書熱心に研修会を受講している会員

の根底に、彼らの支えてくれる大
きな力があることをとても大切に
感じる。同時に任期ある役員と職
務として業務を窺視する事務局と
の連携が組織を継続的に運営する
鍵になるのではないかと考える。
また、単位会としての限界を感

じざるを得なかった。中国地方に
は、これから立ち上げをしようと
する小規模の単位会がある。これ
は単位会としてすべきことを精査
した上で、ブロックや近県と連携
することで、また新しい型や可能
性を模索し、実現することができ
るのではないかと考える。
以上月並ではありますが、ここ
に至るまで、直接・間接に、支え
てくださった多くの皆様に心から
感謝を申し上げてご報告をさせて
いただくとともに、まだまだ駆け
出したばかりのセンター岡山です
が、心あるセンターの運営に引き
続きご指導いただきますようお願
いいたします。

経過報告をする社会事業部長・担当理事
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1　設立まで
～一本の電話から～

平成 17 年 3月、隣県である宮
城県に「みやぎ境界紛争解決支援
センター」が開設されました。当
時は境界問題相談センターは全
国でも数件しか設立されておら
ず、会員数や予算規模、弁護士数
でも遠く及ばない岩手でのADR
センター開設はまず無理であろう
と、多くの会員が思っていたと思
います。そんな折、岩手会事務局
へ一本の電話がありました。内容
は、宮城県では境界についての相
談を受けてくれる機関ができたそ
うだが、岩手に住んでいる自分は
どこへ相談に行けばいいのだろう
か、という趣旨でした。当時、こ
の電話を受けた現岩手会の菅原唯
夫会長が、岩手県民にこのような
不憫な思いをさせてよいものかと
思い立ち、それが原点となってセ
ンター成立へ向けて動き出すこと
となりました。
その後、平成 18年にはADRセ

ンター調査委員会を組成し、先行
会である宮城会のセンター視察を
実施。平成 19 年には ADR セン
ター設立準備委員会を発足させ、
会員数が同規模の先行会の資料を
収集・分析し、センターいわての

規則・規程案を策定しました。そ
して平成 20 年には名称を準備委
員会から設立委員会と変え、主に
相談員・調停員養成講座の開催、
手続の詳細決定とマニュアル作成
等々、オープンへ向けてあわただ
しい日々を重ねて参りました。
今こうしてオープンまで漕ぎ着

けられたのは、資料を提供してい
ただいた先行会の方々、視察を受
け入れていただいた宮城会の皆様、
調停員トレーニングを企画・開催
していただいた連合会及び東北ブ
ロックのスタッフの皆様のご厚意
があってこそと考えております。こ
の場をお借りしてお礼申し上げま
す。ありがとうございました。

�　スタッフについて

先行会の規則類および連合会の
モデル規則等を参考にしながら、
下記のような運営形態としました。

①評議委員（会）

　調査士 3名＋弁護士 2名

　重要事項の審議・決定

②運営委員（会）

　調査士 10 名

　運営に関する事務

③相談員

　調査士 32 名＋弁護士 3名

　事前相談及び相談の実施

④調停員

　調査士 12 名＋弁護士 3名

　調停の実施

⑤事務局職員

　2名　運営業務の補助

連合会モデルにはない評議委員
（会）を設けたのは、日程調整が難
しい弁護士の先生方には重要な事
項の審議・決定のみをお願いし、
運営に関する細かい事項の改変な
どについては、調査士のみによる
運営委員（会）で決めた方が効率的

県民の「いい土地	いい関係」を目指して

境界問題相談センターいわて　設立　	境界問題相談センターいわて　運営委員会

県民の「いい土地 いい関係」を目指して
境界問題相談センターいわて　設立

境界問題相談センターいわて　運営委員会

平成 20 年11月25日、全国で 33 番目の境界問題 ADR機関となる、「境界問題相談センターいわて」がオープンしました。
センターいわて設立までの経緯と概要、オープン後の状況などを報告させていただきます。

岩手県土地家屋調査士会館全景 新設した看板
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な運営ができると考えたからです。
また、スタッフの事務を分散し、

負担を軽減させることにも留意し
ました。岩手会では現在 2名の事
務局職員を雇用しておりますが、
財政状況からセンター事務のため
の専属職員を置けないのは明白で
ありました。また、先行会からは
トラブルを抱えた相談者との応対
による事務局職員のストレスにつ
いての情報もありましたので、そ
の辺を考慮した手続の設計がなさ
れました。
結果、①事務局職員は電話によ

る「仮受付」のみ行う。②仮受付け
された案件の「本受付」は運営委員
が後日、電話をかけ直して行う。
③電話での本受付をして事前相談
へ振り分けられた案件は、担当と
なった事前相談員が相談者と日時
等の打合せし、会場予約も事前相
談員が行う…といったように、事
務局職員、運営委員、事前相談員
の3者で事務を分担し、それぞれ
の負担を軽減することとしました。

3　手続の流れについて

センターで扱う事案については、
下記のような流れで手続を進めて
行きます。
①仮受付
　電話（平日 10:00 ～ 16:00）、フ
ァクシミリ（24 時間）、インタ
ーネット（24 時間）により仮受
付を行う。

②受付
　原則、毎週水曜日に運営委員（当
番制）が相談者に電話をかけ、
内容把握と振り分けを行う。

③事前相談
　土地家屋調査士 1～ 2名による
事前相談を行う。費用は 5,000

円（2 時間まで）。会場は県内
13 市町の公共施設を利用。相
談者の希望に応じて事前相談員
が会場を予約。
④相談
　法律問題を含む相談内容の場
合、調査士 1 ～ 2 名と弁護士
1名による相談を行う。費用は
20,000 円（2時間まで）。会場は
弁護士相談員の事務所所在地で
ある盛岡市の調査士会館と一関
市の一関文化センター。弁護士
相談員が移動可能であれば、上
記の県内13会場すべてで可能。
⑤調停
　相手方との話し合いにより問
題の解決を目指す。土地家屋調
査士調停員 1 ～ 2 名と弁護士
調停員 1 名で担当。申立費用
20,000 円、期日費用 20,000 円、
成立費用 160,000 円～。
　会場は、原則として盛岡市の調
査士会館であるが、ケースによ
っては県内 13 会場や現地調停
も可能。

手続きの中で最も考慮した点は、
「県民が利用しやすいセンターにす
ること」でした。
ご存じのとおり、岩手県は全国
で最も面積が広い県であり、四国
四県に匹敵する規模であります。

県庁所在地の盛岡市への移動時間
が片道 3時間近くかかる地域もあ
ります。そのような中で、境界問
題で不安や悩みを抱える県民が本
当に利用しやすいセンターをどう
作るかについては、当初から設立
委員会内で議論がなされました。
もちろん、ヒト・モノ・カネが潤
沢であればそれは十分可能でしょ
うが、会員の負担を最小限に抑え、
持続可能なセンター運営という大
前提の中、運営方法をめぐっての
議論は紆余曲折がありました。
事前相談会場については、事前
に利用可能な県内 13 市町の公共
施設をピックアップし、各支部の
土地家屋調査士相談員が対応する
ことで、県民が利用しやすい環境
をつくることとしました。相談と
調停に関しては弁護士が必ず入ら
なければならないため、会場が限
定されてしまいます。現在、弁護
士相談員・調停員は 2つの市で 3
名の先生に担当していただいてお

カッティングシート新設 2階　相談室・調停室プレート（新設）

2階　相談室・調停室（会長室を利用）
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りますが、今後の動向によっては
他の地域の弁護士も推薦したいと
いう弁護士会からの暖かい声援も
いただいております。

4　費用について

費用についても設立委員会でか
なり議論しました。
事前相談費用は当初、県民の利

用しやすさを優先し無料とする予
定でしたが、相談者側の利便性と
運営側の台所事情のバランスを
取って 5,000 円だけいただくこと
としました。会場費に 2,000 円程
度、残り 3,000 円を相談員の日当
とし、会費からの持ち出しはあり
ません。
なお、事前相談に先立ち、無料

で運営委員が相談内容の概略を電
話で聞きますので、ある程度の部
分はそれで解決すると思われま
す。これまで、境界に関する悩み
をどこに相談すればよいのかわか
らなかった県民も多かったでしょ

う。センターができることによっ
てそれらの相談窓口がはっきりし
たことは、県民にとって大きな利
益となるのではないかと思ってお
ります。
弁護士も同席する相談費用は

20,000 円、調停申立費用は 20,000
円、期日費用は 20,000 円、成立
費用は 160,000 円～となっており
ます。

5　設備について

センター設立のために特に用意
した設備はありません。当初は調
停室と申立人待合室、相手方待合
室の合計 3室が必要と考え、部屋
の確保と防音に苦慮しておりまし
たが、双方の待合室に調停員が移
動する方式を取り、既存の会長室
と会議室の 2室を利用することで
済みました。かかった費用として
はドアに張る「相談室・調停室」の
プレートだけです。
看板については調査士会館外壁

に 900 × 4,500 mm の看板を新設
しましたが、調査士会と併用のた
めセンターの予算としては半分で
済みました。
一番費用がかかったのはポスタ
ーとリーフレットですが、これは
なかなか費用を抑えるのは難しい
のではないでしょうか。デザイン
についてはコンセプトを作成業者
に伝え、一任しましたが、我々が
考えるイメージにピッタリのデザ
インができあがりました。
なお、電話番号も 908 － 7830

（くれば　なやみゼロ）と語呂のい
い番号を取ることができました。

6　スタッフの養成について

平成 20 年度は、相談員・調停
員養成のための講座を 6回開催し
ました。内容は下記のとおりです。

第 1回
日本商事仲裁協会Eラーニング 1
第 2回
日本商事仲裁協会Eラーニング 2
コミュニケーションスキルの体験 1
（福島会　佐藤好男氏）
第 3回
民事訴訟と民事調停について（盛
岡地裁　松本弘判事、菅原正徳主
任書記官）
第 4回
コミュニケーションスキルの体験2
（福島会　佐藤好男氏）
第 5回
センター手続の流れの解説と各種
マニュアルの説明（設立委員会）
第 6回
相談ロールプレイの体験（福島会
佐藤氏）
トレーニングについては、継続
的な実施の必要性を大いに感ずる

3 階　相談室・調停室プレート（新設）

3階　相談室・調停室（会議室を利用）

センターのイメージイラスト

リーフレット
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ところであります。今後は実践的
なロールプレイ研修の他、事例研
究や不動産に関する法的知識の習
得に重点を置き、継続的なスタッ
フの養成に取り組んでいきたいと
思っております。

7　広報活動について

センター設立にあたって、ポス
ター・リーフレット以外の広報費
用は一切見ておりませんでしたの
で、報道関係機関への周知のみ行
いました。その結果、オープンに
先立って行われた弁護士会との調
印式や設立記念式典には地元新聞
各紙が取材に訪れ、翌日の新聞で

岩手会　菅原会長 安保センター長 日調連　松岡会長岩手弁護士会　石川会長

報道されました。また、オープン
当日も地元テレビ局がセンター内
の対応の様子を撮影に来てニュー
スで放映されました。電話受付時
の調査によると、やはり新聞報道
を見て問合せしたという案件が圧
倒的に多い結果となっており、報
道の影響力を感じました。オープ
ン当初の報道の影響が無くなる今
後、どのようにコンスタントに問
合せや相談依頼を受けられるよう
にしていくかが課題と感じており
ます。

8　今後の課題

前述したとおり、今後、広報活

動をどう行ってセンターの利用を
県民にPRしていくか、継続的な
スタッフの養成をどう行っていく
かが当面の課題と考えます。
「境界問題相談センターいわて」
が今後その機能を十分発揮し発展
していくのか、それとも利用者も
なく衰退していくのかは、センター
に携わるスタッフをはじめ、われ
われ岩手県土地家屋調査士会の会
員一人一人にかかっていると言っ
ても過言ではないでしょう。
岩手県民の「いい土地　いい関
係」がひとつでも増えることを目
指して、会員全員でこのセンター
を育てていきたいと思います。

調印式

調印式の新聞記事 運営委員（左から金副センター長・岩崎・新田・村上・小野寺・
菅原・下斗米・川村・上田の各委員、壇上は安保センター長）
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およそ「千葉」のイメージとは似付かわない新浦
安駅界隈。海に向かう歩道はきれいな植栽で飾られ、
陽光の中、往来する人々の姿もどことなく華やかに
感じられる。
椎名会長をはじめ、緊張感のない5人の男たちが

向かう先は、明海大学。国内で唯一、不動産学部を
擁するこの大学では、大規模大学とは違った特色を
積極的に打ち出し、より実践的（実学志向・国際性）
な学習体系が取り入れられ、その一環として、欧米
諸国では伝統的学問である不動産学をチョイスし、独
立した学部として立ち上げられた。
不動産という言葉でまず思いつくのは不動産業。

つまり、宅地建物取引業。同大学でも学生に、卒業
までに宅地建物取引主任者の資格を取得するよう推
奨し、学生たちも積極的に挑戦しているようである。
また、環境情報コースでは、卒業時に測量士補の
資格が与えられ、土地家屋調査士の資格取得への支
援もなされている、が、受験に挑むのは良くて数人
程度とのこと。宅建資格と何が違うのか。単に難易
度の問題だけではなく、世間における評価同様、知
名度と業務の不透明さに学生たちは敬遠し、「遠くの
一戸建てより、近くのマンション」を選択するので
あろう。要は、取り付き難いのかも知れない。
それならば、土地家屋調査士の良いイメージを（ま

だ汚れのない学生のうちに）知ってもらい（植えつ
けて）、在学中は無理でも、就労後、いつかは調査

調査士スカウト部隊登場！

千葉でも寄附講座始動

士を目指してみようという気にさせるべく、縁あっ
て、大学での講座開設の話が持ち上がった。
キッカケは、連合会総会後の懇親会で当会業務部
長が、たまたま名刺交換した方が明海大学の不動産
学部長だったこと。この業務部長、ナイーブな反面、
大胆かつ図々しい男で、昨今の受験者数減に頭を悩
ましていた折、これはチャンスと、大学とのコラボ
で何かできないものかと学部長に持ちかけた。何度
か打ち合わせを重ねた結果、土地家屋調査士に関す
る講座を正式な履修科目として、平成 21 年度後期
開講を目指し、千葉会と大学とで検討するまでに話
は進展した。
連合会との連携について、広報部担当・大星副会

長と協議したところ、関西の取り組みと併せ、積極
的な側面支援の姿勢を示していただき、副会長の寄
附講座に賭ける熱意が感じられた。
具体的な活動の手始めとして、12 月 4日に 60 分
の単発講座が設けられ、冒頭の緊張感の見られない
男たちの出番である。いや、ひとりだけは緊張して
いたことだろう。言い出しっぺが責任を取るという
暗黙当然の成り行きで、講師を務めるのは鈴木泰介
業務部長。
ホール形式の大教室に 70 名ほどの学生。鈴木部
長をひとり前に残し、我々 5人は後ろの席で高みの
見物を決め込む。鈴木講師の高いテンションで講座
が開始された。どんな内容かは聞かされていなかっ

調査士スカウト部隊登場！

千葉県土地家屋調査士会　研修部長　笠原　孝

千葉でも寄附講座始動

講義の様子
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たため、見るほうも無責任ながらも多少の不安を抱
きつつ、終わってみるとどうやら好評の様子であっ
たが、やはり、学生たちにとって調査士というもの
は未知の世界だったようだ。教室に入った時の訝る
ような視線は、「これが調査士か。」ではなく、「こ
いつら何者？」という意味と理解した。
ともあれ、我々は、大学生の口コミにより、学生

仲間や親類縁者、さらには就職先で、調査士という
存在を拡散してもらい、ひいては、認知度アップと
受験者増をもくろむ。
大学にとっては、不動産学部の中に、不動産鑑定

士や土地家屋調査士という「格」を現実化させるこ
とで、これも、大学受験者総数が減っていく中、受
験選択校としての価値を高める効果に寄与されるこ
とであろう。
もちろん、調査士側にも大学側にも、それぞれ、

業務を通し、教育を通した社会構築の一環という大
切な意義を含むものであるに違いないが、それはそ
れ、これはこれとして、お互いに背負うメリットが

必要である。まだ準備段階ではあるが、それは感じ
られた。
学部長をはじめ、教授、准教授陣は、かつての大
学教授イメージとはかけ離れ、彼らも、こちらを良
い意味で奇異な存在として受け止めたようで、ユ
ニークな教授らと変な調査士らが出会った結果、さ
て、どんな講座が生まれることやら。学生？そうい
えば、彼らは変ではなかった…。
既に近畿では、数校の有名大学で寄附講座が好感
触で展開されていると聞いています。千葉は千葉流
で邁進あるのみ！、なんて強がりは意気込みと捉え
ていただき、近畿の素晴らしい実績を是非ともご教
授願います。
そして、関東ブロックの皆さん、千葉で機運を起
こしますので、共鳴する皆さんご支援願います。一
緒にやりましょう！ただし、高校野球、Jリーグは
別物です。

写真撮影：広報部長　松川慶三

千葉会　鈴木業務部長 明海大学　浜島准教授
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●基調講演

「専門資格者（隣接法律専門職）と
ADR」
（京都大学大学院・山田　文教授）

講師：京都大学大学院　山田　文教授

（土地家屋調査士の役割の変容）
従来は不動産の調査・測量を正
確に行い、登記に反映することで
国民の権利の明確化に寄与してい
たが、その測量をとおして、境界
（所有権界、占有権界を含む）と権
利との関係が生じてきて、これに
絡む法的な問題にまで土地家屋調
査士の役割が広がり、それ故、境
界紛争の予防と解決に携わる基礎
が生まれた。具体的には、これら
のことから、

1．取引のために正確な測量を行
ない、地図を作成すること

2．物件の特定を行なうこと（例
えば競売の場合）

3．訴訟の場での有効な助言
といった土地家屋調査士の専門
性が生まれ、土地家屋調査士の仕
事は技術中心から登記の代理、さ
らには依頼者との関係でニーズを
汲み取り法律行為を行なってい
く、高度な判断能力を要する領域
に踏み込んでいった。そのため、
その専門的な判断をきちんと説明
する能力が求められるようになっ
た。この延長線上にADRへの関
与が位置づけられる。

（ADRの意義）
ADR は司法制度改革審議会意
見書「ADR の拡充・活性化の意
義」（2001 年）により広く門戸が
開かれることになり、土地家屋調
査士もADRに参入してきたとい
うのが現状である。
ただし、当時の状況では ADR
が一般に認知されておらず、魅力

がないので、魅力的な選択肢とな
るようにしなければならないし、
また、ADR があまり利用されて
いない理由は何なのかを考えなけ
ればならない。
この意見書の中で、ADR の意
義とは、
1．利用者の自主性を活かした解決
2．非公開
3．簡易・迅速で廉価
4．専門家の知見を活かしたきめ
細やかな解決

5．法律上の権利義務関係の存否
にとどまらない柔軟な解決

が挙げられている。
これが境界紛争の場合はどう
かというと、感情のもつれや歴史
的な関係というものが背景にある
ケースもあり、第三者が境界を示
しただけでは解決せず、話し合い
のプロセスの中でいかに当事者が
お互いのことを理解するかが大切
であるので、「自主性を活かした解
決」というのは活かせるといえる。
「専門家の知見」という面では、
土地家屋調査士の専門性を十分に

境界シンポジウム in ふくおか 2008

境界シンポジウム in
ふくおか 2008

不動産の根幹をなす境界が不明である、あるいは境界が揺
らぐことは権利関係に多大な影響を及ぼし、そのことにより
経済活動にも影響を与えることになります。また、境界は隣
人関係にとっても大事なものでもあります。
平成 19年度の『境界シンポジウム in ふくおか』に引き続き、
境界紛争をめぐる解決手続きの利活用をテーマに、平成 20年
11 月 15 日（土）、福岡市中央区のアクロス福岡イベントホー
ルにおいて、『境界シンポジウム in ふくおか 2008』が開催さ
れました。
参加者総数は 423 名で、うち一般参加者が 59 名、また同
時に開催された無料相談会には 16件の相談がありました。

中村会長挨拶
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活かせるが、ADR という場面で
はそれだけでは足りず、交渉であ
るとか調停に関する専門的な知
識、あるいは経験が必要であり、
この点では土地家屋調査士にとど
まらず日本の法律家の中にこの専
門性を持った法律家は少ないとい
わざるを得ない。

（現代型 ADR の提唱解決手段の
多様化）

土地家屋調査士会がADRに関
与する場合には次の 3つの方向性
が考えられる。
①解決手段の多様化・司法資源の節

約・効率化

②草の根ADR

③「正義へのアクセス」の第 3の波

筆界特定制度は①に近い。土地
家屋調査士会のADRは、運用次
第で①にも③の方向にも行きうる
可能性がある。
所有権界の争いを裁判に持ち込

んだ場合、その執行までが必ずし
も保証されないが、土地家屋調査
士会のADRでは相談の段階から
門戸を広く開けているし、和解後
の手続きも可能である。いわばワ
ンストップのサービスが可能であ
り、利用者にとって利用しやすい
ものとなれば、結果的に「正義へ
のアクセス」につながっていく。
その際に、当事者間の話し合い
がきちんとできることになれば、
②の「草の根ADR」的なものも取
り込んでいくのではないだろうか。
大きな方向性としては以上のも

のが考えられるが、原理的には、
土地家屋調査士をはじめとする専
門資格者がADRを行わなければ
ならない、ということにはならな

い。しかし、土地家屋調査士をは
じめとする専門資格者が、自らも
法曹・司法制度の一部を担うもの
としての倫理を強く意識するので
あれば、その倫理において、通常
は司法制度の改革であるとか、あ
るいは紛争解決制度の全体を良く
して「法の支配」を拡大するとい
うことまでその職業倫理に含ませ
るはずである。
そうであれば、紛争解決の要請
があれば、専門性を活かし ADR
に携わっていくことは、大いにあ
りうる選択肢の一つではないだろ
うか。
境界紛争についての要請という
ことで、まず「個々の紛争に合っ
た、オーダーメイドの解決手続き
の開発」があげられる。現在でも
民事調停をはじめ様々な制度があ
るが、これらは制度が先にできて
いた。しかし、民間のADRであ
れば、より多くのオプションを含
めた解決手続きを提示できるので
はないか。
「当事者間の関係性の維持と紛
争解決の必要性」「紛争の掘り起
こし機能」という面では、従来は
当事者が紛争を解決したいと考え
た場合、ほとんど訴訟になった。
そうなると関係性が維持されず、
紛争として表出しないことにな
る。これらに対応して、当事者間
の関係性を維持して紛争解決をし
ていくADRが必要とされている
のではないだろうか。

（所有権確定のための土地家屋調
査士会ADR）

特色として「二重の専門性」（技
術的な側面と法的な側面、公益
的な側面と私的な側面）が存在し、

なおかつ事実確定が非常に困難で
あるので、ここで専門性が上手く
発揮できるのではないか。
ただ、土地家屋調査士会のADR

はその範囲が非常に狭いので、他
の紛争解決制度との連携をどうす
るのかを、例えば、土地家屋調査
士会のADRは土地関係の紛争に
ついては基本的に全て受け付け、
ここからどのように他の紛争解決
制度へ流していくのか、という観
点で設計をしていく必要があるの
ではないだろうか。
そのように考えると、ADR 法
の認証を受ければ時効中断された
り、他との連携がやりやすい面が
あるので、そのような観点から認
証を考える必要が出てくる。
ADRの意義は、単に裁判規範、
裁判予測といったものを社会に広
げていくだけではなく、逆に人々
の生の事実関係、生の利益関係か
ら社会の変動に応じた利益関係の
変動といったものを汲み取って、
それを消化して新たな規範をつく
り、それを裁判規範へ反映させて
いく（規範の汲み上げ作用）といっ
たことが可能であり、これは司法
制度全体の改善に寄与するもので
ある。

（専門資格者の役割）
隣接法律専門職種としてのプロ
フェッションとしての倫理を掲げ
て、それに必要なレベル、必要な
範囲のADRを考えるべきである。
そこにおいて、代理行為をするこ
とと、手続主催者になるというこ
とは、これまでの土地家屋調査士
の伝統からは不慣れであるという
ことを前提として、その私益を代
表していきながら、フェアである
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というような代理の仕方はどのよ
うなものであるのか、また、それ
らを調整していくような手続主催
者のあり方はどのようなものかに
ついては、検討の端緒にあるよう
に感じる。このあたりは弁護士と
共同研究をすることにより敏感さ
を養っていく必要がある。
社会的に見ても土地家屋調査士

が一方で代理を行い、一方で手続
主催者も行うということは、普通
はなかなか信頼が得られることで
はない。ここは心しておかなけれ
ばならない
また、手続主催者がどんなにが
んばっても紛争が消滅することは
ない。紛争を解決することができ
るのは当事者自身である。よって、
専門資格者が「何でもやってやる」
というのではADRとして上手く
いかない。当事者にいかに話しを
させるのか、当事者の自主性を活
かすのかの技術については、これ
から磨いていかなければならない
のではないだろうか
ADR については、差しあたっ

ては公益活動として考えていくこ
とだろうが、将来的にはビジネス
として詳細なビジネスモデルを作
りこんでいく積極性も、求められ
ていくのではないだろうか。

●基調講演

「紛争解決～とADRの展望～」
（第一東京弁護士会・廣田尚久弁護士）

（はじめに）
境界紛争はなぜこじれるのか？

わずか数センチ、境界標が少し傾
いている等、当事者が非常にこだ
わる。考えてみると人間の本能的

なものではないだろうか？
では、境界紛争が起こった場
合、解決する手段があるかという
と、なかなか難しい。そのため、
土地家屋調査士の日常業務の場で
も、交渉であるとか、和解の技術
が必要になってきているのではな
いか。
従来は一旦紛争になると、訴訟
の必要があった。しかし期間が長
期に亘ること、見通しが立たない
ことで悩んでいたわけだが、それ
に代わる制度を作るということ
で、司法制度改革審議会から議論
が始まり、ADRが着目された。

（境界紛争とADR）
まず、流れを見ておきたい。
司法制度改革審議会で議論され
る少し前くらい、平成 10 年頃か
ら財団法人民事法務協会「裁判外
境界紛争解決制度に関する研究
会」で、ADR導入の必要があるこ
とに気がついていた。ここでほと
んどの問題点を洗い出したので、
簡単に振り返ってみたい。
ここでは筆界確定訴訟の問題点
のみではなく、境界紛争の問題点
も洗い出し議論した。その結果、
境界紛争を解決するための新制度
が検討された。その新制度の内容
は、扱う範囲を公法上の筆界に限
定する一方、所有権界について和
解の場を設けること、法務局に委
員会を設け、その意見を基に登記
官が行政処分としての筆界確定を
行う（処分に不服がある場合には行
政不服訴訟）ことを考えていた。境
界紛争はこの新制度で解決するこ
ととして、従来の筆界確定訴訟を
廃止するということで結論がまと
まった。それが平成12年であった。

それがなぜか店ざらしになって
いたところ、平成 16 年に先ほど
の最終案に近い形のものが法務省
から出され、平成 17 年に筆界特
定制度が創設された。詳細な経緯
は承知しないが、最終案と筆界特
定制度はかなり変わったものにな
っている。これが良いか悪いかは
わからないものの、スピードとい
う面では評価できるのではないか
と感じている。ただ、前述の最終
案に比べれば中途半端な印象を受
ける。
このようなもの（紛争解決手段）
は、当事者にとって使いやすく、
軽いものであるほうがよいと思っ
ている。
それに一歩先立って土地家屋調
査士会のADRセンターが各地で
設立された。これもできるだけ使
いやすく、軽いものであるほうが
よいと思っている。
現在、境界紛争を解決する制度
として、筆界確定訴訟、所有権確
認訴訟、筆界特定制度及び土地家
屋調査士会のセンターと、四つあ
り、それぞれに特徴がある。そこ
でなにを行うかといえば、当事者
の願いを考えると、筆界、所有権
界両方をはっきりさせて欲しいと
いうことであって、これが将来の
課題ではないだろうか。そして法
的安定性を図る。だから共通の目
標はあるのではないだろうか。

第一東京弁護士会　廣田尚久弁護士
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（ADRの特徴）
1．手続が簡易で柔軟である
2．非公開
3．一審制の原則
4．専門性
5．解決基準の弾力性
6．将来指向性

裁判は過去の事実の存否を認定
し、それが正しいのか正しくない
のか、正邪を決めるのが裁判であ
るのに対して、ADR は将来の生
活設計まで折り込んで解決するこ
とができる。当然、過去が大事
ではないということではなくて、
色々調べた結果、所有権界をここ
にしよう、ここで和解すれば双方
の生活設計が立つというようなこ
とを考慮して、将来に目が向いて
いる、ここがまたADRの素晴ら
しさである。
このような特徴はどこでも論じ

られているが、本当はもっと奥が
深い。
ADRは不定形であるので、はっ

きりとした形が見つけにくい。そ
のため、ADRの実際の論理構造
がわかりにくい。そこで、裁判と
比較することでADRを理解する
―私はそういう方法をとっている。
裁判の論理構造では、双方の権

利を比で表した場合、51：49 で
も結論は 100：0 になる。裁判で
は 49 の権利が奪われてしまう。
当事者が期待していることは、相
手の権利まで奪うことではなく、
紛争の解決である。これが ADR
であれば、できるだけ 51：49 に
近づける結論となり、双方の権利
に即応したものとなる。
もう一つは「多様な解決方法」。

裁判は原則出口が一つである。し

かしADRであれば―ここは知恵
の出し方であるが―多様な解決が
可能である。
三つ目が「因果律に従わない解
決も可能」である。裁判の論理は
原因があって結果がある。因果律
が繋がっていなければならない。
しかし、世の中の紛争は因果律が
繋がっているとは限らない。その
ときに起きる偶然なこともある。
「全く因果関係のない二つのこと
を繋げて、なぜこれが起こったの
かの意味を考えることによって解
決ができる。その方がむしろ良い
解決なのだ。」と、故・河合隼雄氏
が述べられている。これは河合氏
が初めておっしゃったことではな
く、分析心理学を創設した、ユン
グが「意味のある偶然の一致」と
いうことを言い、共時性の原理と
いうものを考えた。皆さんの日常
業務でも、どうしても境界がわか
らないといった時に、偶然土地の
古老に出会うとか、意外なところ
で意外な人物に出会うといった経
験をされたことがあるのではない
だろうか。
共時性を意識するのとしないの
ではかなり差がある。

（ADRの可能性）
ADR には無尽蔵の可能性があ
ると思っている。例えば、社会資
本の整備―公共事業であるとか―
のためにメディエーションを導入
する動きがある。
アメリカなどでは、争いが起き
る前にまず調停を行い、関係者が
合意してから道路を通したりして
いる。しかし、日本ではまだほと
んど動いていない状況である。こ
れを実際やろうと思えば、いろん

な人が集まり、知恵を出さなけれ
ばならない。これ以外にも様々な
可能性が考えられる。
本シンポジウムは一般市民と土
地家屋調査士を対象にしている
が、山田教授のお話は、若干一般
市民には理解が難しい感じを受け
ました。しかし、土地家屋調査士
の視点でお話を聞いた時に、非常
に考えさせられる内容でした。
土地家屋調査士会のうち、半数

以上の会がADRセンターを立ち
上げているものの、土地家屋調査
士会がADRに携わることの意義
がまだまだ見出せていない印象を
受けます。山田教授のお話を拝聴
することで、専門資格者がADR
に関わることの意義を改めて確認
することができました。特に、「土
地家屋調査士の役割が変容して
いる」という指摘は、私たち土地
家屋調査士業界内にいる者にとっ
て、実はもっと敏感に感じ取らな
ければならないところではないで
しょうか。
一方、廣田弁護士のお話は、そ
のソフトな語り口と、シドニー五
輪での水泳選手選考の件で、千葉
すず選手が国際機関「スポーツ仲
裁裁判所」（CAS，本部；スイス・
ローザンヌ）へ提訴した例やご自
分の体験談など、様々な例を挙げ
られてお話になることから、一般
市民にとっても聞き易い内容のよ
うに感じました。廣田弁護士のお
話の中で、特に印象的だったのが、
「ADRの論理構造上の特徴につい
て」でした。
一般にADRのメリットとして
は、「早い、安い、柔軟な解決、
非公開」といったところが挙げら
れます。しかし、別の観点から
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ADR の特徴をお話いただいたこ
とは新鮮でした。
お二人のお話をお聞きして、
ADRの技術というものは土地家屋
調査士の日常業務に活かせるし、
そうすることによって、社会資本
整備に活用されていることもあり、
紛争を予防できる可能性もあるの
ではないでしょうか。ADRは決し
て特別なものではないと思います。

●パネルディスカッション

「境界紛争とその解決手続」
コーディネーター：
山田　文　京都大学大学院　教授

パネリスト：
武藤　彰　福岡法務局民事行政部

次席登記官
廣田尚久　第一東京弁護士会　弁

護士
森　政喜　（社）福岡県宅地建物取

引業協会　副会長

下川健策　日本土地家屋調査士会
連合会　副会長

能見和成　境界問題解決センター
ふくおか　運営委員

昨年度に開催された、「境界シ
ンポジウム in ふくおか」でのパネ
ルディスカッションと、ほとんど
同じような内容でした。これは一
般市民も対象としていることで、
ある意味仕方のないことではない
かと思います。
パネルディスカッションで特に
印象に残ったのは、廣田弁護士の
「筆界特定制度も、センターも、
当事者にとって軽くて使いやすい
ほうがいい。当事者から見た目の
筆界特定制度、センターになって
いるかどうかが大事」、「一定の能
力担保研修を受けている（認定）土
地家屋調査士が何故弁護士と共同
代理でなければならないのか。も
っと弁護士会も 72 条を意識しな
いように」という発言です。どち

（左から）
パネリスト：第一東京弁護士会	廣田尚久弁護士

	 福岡法務局民事行政部
	 武藤彰次席登記官

	 境界問題相談センターふくおか
	 能見和成運営委員

（左から）
コーディネーター：京都大学大学院	山田　文教授

パネリスト：日本土地家屋調査士会連合会
	 下川健策副会長

	 岡県宅地建	物福取引業協	会
	 森　政喜副会長

らも利用者の立場に立ってお話に
なられました。
「当事者が軽くて、使いやすく
て、能力担保された人に頼めば
いいのではないか。あくまでも
ADR、紛争解決を語る時は当事
者からものを言いたいと考えてい
る。」
廣田弁護士の言われる、「当事
者の視点」を決しておろそかにし
てはならないと思います。

	 （取材　広報員　山本幸伸）
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広報最前線		高知会

高　知

はじめに

新年明けましておめでとうござ
います。新春 1月号に掲載させ
ていただくことの恍惚と不安のジ
レンマに面映ゆい気がいたします
が、何卒宜しくお願いいたします。
土佐の国、高知県は四国の太平
洋側に位置し、背後に四国山脈が
連なる、山地率 90％近い平地の
少ない県です。したがって産業構
造も小さく、人口は約 78 万人で
す。しかし、その地形から海の幸、
山の幸にはたいへん恵まれていま
す。お酒もおいしい。ぜひ一度、
高知へお越しください。
高知会は会員数 130 名です。も

ちろん広報部が広報を担当してい
ますが、少人数会ゆえに役員全員
が広報兼務といった感じでしょう
か。では、高知会の活動をご紹介
したいと思います。

路面電車車体広告

東京都内を走るのが都電なら

ば、高知県内を走っている路面電
車は土佐電鉄で土

と

電
でん

と呼ばれて
います。以前に「境界標設置キャ
ンペーン」の一環として路面電車
に車体広告を出しました。3年前
のテレビ CMで、女優の綾瀬は
るかがポカリスエット全面広告の
電車と一緒に走る女子高生を演じ
た、あの電車です。写真は、ごめ
ん（南国市後免）へ向かう電車と、
広告を出した時の電車側面です。
電車 2両に 1 か月間広告をして、
費用は約 55 万円でした。
ちなみに、「ごめん行」、「いの行」
があります。おきゃく電車（おきゃく
＝宴会のこと）もあって、なかなか
風情があります。四国では愛媛県
松山市内でも路面電車が走ってい
ます。高知や愛媛においでになっ
た際には、ぜひ乗ってみてください。

学校基準点設置

5 年ほど前から、高知市内のほ
ぼ全ての市立中学校（一校につい
ては近々建て替え予定であり、建
築工事完了後に設置予定）に学校

基準点を設置しました。世界測地
系に基づいた各学校の正確な位
置関係を示すとともに、生徒たち
へのPRにもなっています。お隣
りの香川会では県内 224 の小学
校と、有名な小豆島の岬の分教場
に基準標石ココ石を埋設していま
す。高知会の学校基準点はその
数で遠く及びませんが、頑張って
徐々に追い着いていきたいと思っ
ています。

吉野川いかだ祭り

高知県内には、日本最後の清流
と呼ばれる四万十川が流れていま
す。そして四国を流れるのは四国
三郎「吉野川」です。坂東太郎「利
根川」、筑紫次郎「筑後川」と並び

土
と

電
でん

電車

学校基準点

高知会における広報活動
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称される大河です。支流を合わせ
た流域は四国四県に跨り、徳島平
野から紀伊水道にその流れを湛
えています。その源流に程近い本
山町の早

さ め う ら

明浦ダムの直下から約
5 kmを下る“いかだレース”をメ
インに、吉野川いかだ祭りが毎年
8月に行なわれます。漕ぎ手の高
齢化などの諸事情により、ここ数
年は出場を見合わせていますが、
それまで毎年出場して「高知県土
地家屋調査士会」の横断幕をいか
だに掲げ、PRを兼ねた勝負と夏
のレクリエーションを楽しんでい
ました。今は充電期間ですが、知
力体力の勝れた若手を育成し復活
を目指しています。

無料相談

高知会主催のものとしては、毎
週木曜日に予約制で会館での相談
を受け付けています。それと毎年
4月1日「表示登記の日」に、高知
市役所玄関ピロティーで無料相談
会を行っています。以前は中心商
店街のアーケード近くなどで行っ
ていましたが、駐車場確保を含め
相談者のニーズに応えるには、今
のところ市役所玄関が格好の場所
のようです。昨年は25件の相談が
ありました。中には人生相談のよ
うな内容もありましたが、当会きっ
ての人情調査士が丁寧に対応いた
しました（連合会会報 5月号参照）。
高知では「土佐士業交流会」を
立ち上げ、いわゆる士業と呼ばれ
る職種が一堂に会し交流していま

す。土佐士業交流会でも、昨年度
まで無料相談会を催していました
が、各別の相談会が充実してきた
ことなどから相談者が減少し、残
念ですが、合同での相談会は本年
度より中止が決定しました。
その他では、不動産業界団体や
県土地対策課主催の無料相談会
に、会員を派遣し協力しています。

会　報

会報は年に1回の発行です。編
集会議を10月頃に始め、1月下旬
から2月上旬をめどに発行します。
以前は年に2回ないし4回発行し
たこともありましたが、年に1回と
なって、もう久しくなります。ただ、
年に1回の発行ですと、内容がど
うしても画一的になってしまいが
ちです。この点が今後の課題だと
感じています。もっとも、寄稿依
頼には、皆さん二つ返事で引き受
けてくれます。特に、法務局職員
に体験談などをお願いするのです
が、いつも気持ちよく受けていた
だき本当に有難く思っています。

ホームページ

公嘱協会、境界センターと同じ
形式による三本立てです。以前の
HPが一昨年ダウンしてしまいま
したので、昨年「丈夫で簡単」を売
りにする業者に依頼して再立ち上
げを行いました。なるほど、更新
が簡単です。会員への連絡は基本
的に書面により行いますが、メー
ル、HPを併用して行なう場合も
あります。外部向けには、他会の
HPも参考にしながら効果的なPR
方法を模索中です。

ラジオ CM

メディア利用のものでは、新聞
広告やテレビCMを実施した時期
もありましたが、最近は、いかん
せん予算が無い。そこで、少ない

予算で効果的な方法はないかと検
討した結果、本年度はラジオCM
を行っています。昨年 9月から今
年 3月までの 7か月間、民放ラジ
オで毎週木曜日の午前 11時から
「ニュース天気予報」の番組提供と
して、「あなたの土地に境界標はあ
りますか？ご自分の土地の境界を
知っていますか？」と、地元局の癒
し系女子アナウンサーに優しく問
いかけてもらっています。効果が
見えるまでにはもう少しといった
ところですが、今後も予算をやり
くりしてマスメディアは継続利用
していきたいと思っています。

おわりに

会報やホームページも含め年間
100 万円に満たない広報予算で活
動していますので、単年度の活動
では限りがあります。今回の寄稿
については過去の会報や写真を当
たり、一部「思い出の広報最前線」
になってしまいました。
高知会の会員数は、過去最も多
かった 25 年前から 50 名あまり
減っています。この減少率はかな
り大きいです。しかし、このまま
手を拱いている訳にはいきませ
ん。弱小会にもそれなりの方法が
ある筈です。ジョイントで相乗効
果の得られる企画なら乗っていく
のも大事でしょうし、会員一丸と
なって、1 年後に制度制定 60 周
年を迎える土地家屋調査士をPR
していきましょう。
	 高知会広報部長　松本嘉人

吉野川を下る高知会いかだ 高知県土地家屋調査士会館
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世界遺産候補地

「金と銀の島、佐渡」－鉱山とその文化－

～日本を支えた金銀山を世界遺産に～

はじめに

「佐渡へ佐渡へと草木もなびく
佐渡は居よいか住みよいか」で全
国に知られる民謡「佐渡おけさ」
の元唄は、北九州のハイヤ節で江
戸時代に北前船によって佐渡に
伝えられたといわれています。日
本海に浮かぶ佐渡は、離島では日
本一の大きさで東京 23 区の 1.5
倍あり、8 世紀頃から流人（貴
族）が京から貴族文化をもたらし、
1601 年の佐渡金山発見により武
家文化や町人文化が発展し、佐渡
独特の文化を育んできました。最
盛期には世界一の産出量を誇った
佐渡金山は、平成元年の閉山まで
388 年の間、78トンの金を産出し
ましたが、その半分は徳川時代に
人力で掘られました。日本を支え
てきた佐渡金山を中心に、世界遺
産登録を目指す佐渡について紹介
いたします。

概要

佐渡には金銀山が広く分布して
います。西三川砂金山遺跡、鶴子
銀山遺跡、新穂銀山遺跡、相川金
銀山遺跡の 4 つの鉱山遺跡を中
心に、鉱山技術の初期の時代から
もっとも近代化された時代まで、
そのすべての歴史と関連文化を今
なお見ることができる希有な場所
が佐渡です。
佐渡が「金の島」として歴史に

登場するのは、11 世紀末の『今
昔物語集』に始まります。古くは

「金と銀の島、佐渡」－鉱山とその文化－
～日本を支えた金銀山を世界遺産に！～

新潟県土地家屋調査士会　　中川　進

西三川で砂金採取が行われていま
したが、鶴子銀山や新穂銀山の露
頭掘りの時期を経て、相川金銀山
の発見で最盛期を迎えます。徳川
幕府の天領となり、その財政を支
えてきました。
16世紀に大陸からもたらされた

「坑道掘り」「灰吹法」の技術は、
先に世界遺産登録となった石見銀
山に根付き、17 世紀に佐渡にお
いて採鉱から精錬に至る一連の工
程に組み込まれることで、当時と
しては最も進んだ金銀生産システ
ムとして確立され、国内各地の鉱
山へと伝播し、鉱山開発を発展さ

せる拠点として重要な役割を果た
してきました。
明治時代には、国策で欧米の
最新技術が導入され、概に確立し
ていた生産システムを基盤に日本
で最も早い鉱業の近代化が進めら
れ、国内及び東アジアの鉱山開発
に大きく寄与し、佐渡は日本を代
表する鉱山であり続けました。
離島という特殊な環境から、鉱
山の遺跡や工作物の他にも、独特
の土地利用形態を表す景観や伝統
的な文化が継承され、現在もそれ
を見ることができるのです。
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金山の町・相川と佐渡の文化

佐渡は 4年前に 10 市町村が合
併し佐渡市となりました。筆者の
住む旧相川町は、金山の栄光と影
を背負って、至るところに歴史的
風景が展開する町で、世界遺産登
録を目指す中心的な存在です。金
山の開発が進むにつれ、全国各地
から山師や金掘り大工などが集ま
り、また江戸あるいは京（京都）・
大阪からの物流が始まり、17 世
紀前半の最盛期には相川の人口は
5 万人に達したといわれていま
す。相川では計画的な町づくりが
行われ、当時としては世界的に類
例をみない大規模な臨海鉱山都市
としての景観を形成しました。
無名異焼・蝋型鋳金など鉱山と

関連する技術も数多く伝承されて
おり、3人の人間国宝を輩出し、
一人は現在も活躍しています。
史蹟・佐渡金山は、佐渡へ来た

ら必ず見学する重要な観光施設と
なっており、道遊の割戸は江戸時
代に佐渡で一攫千金を夢見た人達
の名残を見ることができます。時
代劇では島流しの暗いイメージが
定着していますが、そうではなく
今の東京のように当時としては有
数の稼ぎ場所であり、全国から多

様な職業の人が大勢集まり繁栄し
てきたのです。
また能の大成者・世阿弥が佐渡
に流刑になったことや、初代佐渡
奉行・大久保石見守長安が能楽師
出身だったこともあり、佐渡では
現在も島民の生活に能が浸透して
おり、能舞台も数多く残されてい
て（かつては 200 以上あったとい
われる）、一般島民が祭り等で演
能し気楽に楽しんでいます。
このように金銀山は佐渡島内の
広範な文化面にも影響を及ぼし、
島民によって伝承されています。

世界遺産登録に向けた取組み

かねてより新潟県と旧佐渡 10
市町村は、世界遺産登録に向け官
民一体となって調査・研究を進め
ていましたが、1島 1市で佐渡市
となってからはその機運も更に進
み、平成 18 年度に国内暫定一覧
表記載の候補地として提案しまし
たが、継続審議となり、19 年度
に再提案し、去る 9月 26 日に 20
年度の国内暫定一覧表記載が決定
しました。
筆者も世界遺産登録をバックアッ

プする全島的な民間組織「佐渡を
世界遺産にする会」の会員として、
また佐渡金山周辺の忘れ去られた

古道を復活する「佐渡金銀山古道
を歩く会」の会員として、保存と啓
蒙の活動を続けてきた甲斐があった
と喜んでいます。
しかしながら、ようやく国内で
の一次試験に合格したようなもの
であり、今後二次試験、本試験と
難関がまっており、今まで以上に
島民の結束が必要となってくるも
ので、益々奮起して頑張って行き
たいものです。

最後に

佐渡の世界遺産登録は佐渡島民
だけでなく、新潟県民としても悲
願であると思っています。
暫定一覧表記載決定の前日、9

月25日に佐渡では 27年ぶりに朱
鷺が 10 羽自然に試験放鳥され、
佐渡は二重の喜びに包まれました。
現在 8羽が元気に飛び回り、1

羽は遠く本土まで飛来し38年ぶり
に本土で元気な姿を見せています。
世界遺産登録にふさわしい、自
然環境を大切に育みながら、受け
継がれてきた歴史と文化を継承し
て行きたいと願っています。
ぜひ佐渡へお越し下さい。自然
と歴史と文化が待っています。
	 （資料提供：佐渡市）

大膳神社　能舞台
現存する 30 余の能舞台の一つで、その約半数では現
在も祭り等で定期的に演能されている。

佐渡金山の象徴　道遊の割戸
地表に露呈した鉱脈を江戸時代に露頭堀りした跡で、
山頂から断崖絶壁で深さ約 74 m、巾約 30 m ある
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私がこの男性社会の仕事であろ
う土地家屋調査士の世界に飛び込
んだのは、司法書士である主人の
「資格を取れ」の鶴の一声による
ものでした。補助者として主人を
サポートしてはいたものの、まさ
か土地家屋調査士などという資格
を取ろうとは思いもよりませんで
した。
もともと理数系に強かったお陰
か、30歳、2回目にて試験にパス、
晴れて調査士にはなったものの、
苦労の連続でありました。
現場での力仕事は勿論のこと、

立会いでは女性ということだけで
「話にならん」と一蹴され、時に
は「女がでしゃばるな」と測量す
ることすら拒まれたこともありま
した。そのたびに心の中で歯軋り
をしながら、表面上は笑顔で、根
気よく説明し、丁寧な対応を心が
けてきました。
また、スケジュールをやり繰り

し、研修会に積極的に参加して知
識を研鑽し、また先輩方から色ん
なノウハウをいただくとともに、
色んな測量機器に興味を持ち、い
ち早く取り入れました。仕事に関
する本を 365 日枕元において寝
るほど、がんばっておりました。
その結果、私を頼ってきてくだ

さるお客さんも増え、忙しい日々

を送らせていただく結果となりま
した。家族のサポートもあったか
らかと思います。
また大きな測量をするときには

（まだ光波がなかった頃）、日曜の
レジャーの代わりに、家族総出で
測量をしたことも思い出のひとつ
です。
主人には立会いの際、後ろに

立ってもらっていると、主人の大
きな顔が功を奏するのか、最初は
女性だからと文句をつけても、最
後には、大きな顔を立ててもらい、
円満解決することもありました。
資格を取得した後に出産したの

ですが、仕事が入っていたため、
産前 5日、産後 10日位の産休で
測量に出ました。労働基準監督署
が聞いたら叱られそうですが、自
分で受けた仕事は責任をもって全
うする…それが私のポリシーです。
土地家屋調査士として仕事を続
けるからには、女性であるからと
いって甘えは許されませんから
ね！
私も38年間この仕事に携わり、
色んな方々と出合わせていただ
き、辛いことも多々ありましたが、
概して充実した幸せな時間だった
のかなあとも思います。私の気力・
負けん気は「女のくせに…」と、
あからさまに言われてきた時代へ

の反発だったのかもしれません。
今の若い女性の先生方は、この
ような苦労がなくお幸せだとつく
づく思います。
無理やり、この世界に飛び込ま
せ、「専業主婦だったらよかった
のに。」と言わせ続けた主人に、
梶メイ子の“恨み節”でも歌って
やろうかと思いましたが、まあ最
後は「おまえとみちづれに～」と
牧村美枝子で切り返されそうなの
でやめておきましょう。
土地家屋調査士の仕事に限らず
士業というものは、自動車運転に
似ていると思います。免許取立て
の頃はハンドルにしがみつき、周
りを見回す余裕もないのですが、
慣れてきたら慣れてきたで、不意
の落とし穴にはまり、不慮の事故
にでもあいそうになり冷や汗をか
くこともあります。
これからも、気を緩めることな

く、自分に与えられた天職を最後
まで全うするため、真摯に仕事を
行っていきたいと思っております

『会報くまもと』No.272	夏号

熊本会

「女性調査士としての 38 年間」
山鹿支部　豊永　章子

ネットワーク 50

熊本会・岐阜会

幸せな時間

近　況
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特定認証局の動き

みんなで考えるオンライン登記申請

みんなで考えるオンライン登記申請

オンライン登記申請については、
行政からの視点で検討が進んでお
りましたが、平成 20 年 1月 15日
からのインセンティブ措置等促進
策が実施されている現在でも、不
動産登記（特に表示に関する登記）
については、相変わらず低迷して
いるのが現状であります。
表示に関する登記を代理する資

格者の立場から、オンライン登記
申請に関して、「利用者の視点」
から使いやすい環境・サービスの
作りこみ、利用推進策を検討して
みたいと思います。

不動産登記関連でオンライン申
請できるものは、以下のように 2
種類あります。

1　乙号申請（登記事項証明書等
の交付請求）

2　甲号申請（不動産登記の申請）

1の乙号申請については、オン
ライン申請が行えるように各事務
所のパソコン環境の設定等ができ
れば、比較的簡易に利用でき、ま
た、登記事項証明書が 700円で取
得できるなど一定のインセンティ
ブがあるので利用は増えています。
乙号申請については、法務局窓

口での受領等が実現すれば、今後
さらなる利用が期待できます。

2の甲号申請（オンライン登記申
請）については、「特例方式」等か

なりの改善が行われてきています
が、添付情報の電子化、原本提示
の問題等があり、多くの会員が積極
的に対応されていますが、利用件
数は低迷しているのが現状です。

現在の表示に関するオンライン
登記申請では、権利の登記と比較
してインセンティブ措置が少な
い・申請手続きが煩雑（添付情報
の電子化、原本提示等）など利用
を増やすことは困難であると考え
られます。
では、諸問題に対応できれば利
用が進むのかといった問題があり
ますが、オンライン登記申請に関
しては、私たち資格者の関与する
割合が高く、「実務に耐えうる資
格者向けのサービス」を検討し提
案・実現する必要があるのではな
いでしょうか。

具体的には、
・民間ソフトウェア・CADベン
ダー等の技術を活用する
・実務処理の流れを解析する。
・代表的な申請（土地分筆・地目
変更、建物表題登記等）で検証
を行いつつ改善点等を提案する。

ここで注意が必要な点は、「シ
ステムの複雑化・巨大化」につい
てです。つまり、私たちの意見・
要望が取り入れられた場合、当然、
当初のシステムより改善され使い
やすいものになることが想定され

ますが、それに伴い、必然的にシ
ステム自体が大きなものになると
いうことが予想されます（予算面
で手当てができれば）。
また、行政側の手続きの処理面
で煩雑な処理が必要になることも
想定されるので、行政ができるこ
と（得意なこと）、私たち資格者
ができること（得意なこと）を明
確にして役割分担を明確にする必
要があります。

行政システムは、本人確認や申
請の意思確認など、データの受
付・処理ができれば良いので、で
きるだけ単純で、構築費用が安い
ものが求められます。私たち資格
者は、行政が不得意とする「サー
ビス機能」について、民間ソフト
ウェア・CADベンダー等と協力
してシステムを検討すればよいと
思います。

「実務処理の流れを解析する」
についてですが、全体の申請処理
における処理内容と必要時間を検
証することが重要と思われます。
オンラインで登記申請を行う場合
に、どのような作業が必要で、処
理に必要な時間、また、省略や短
縮できる作業はないかを繰り返し
検証することは非常に重要です。
また、資格者の関与が低い手続や
登記名義人本人が申請したほうが
効率的な手続などを整理し、何が
求められているかを十分検討した

日調連特定認証局運営委員会委員　廣瀬　一郎

特定認証局の動き
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上で、個人・企業向けサービスを
構築していけばよいかと思います。

本人申請については、登記申請
の 95％以上が資格者代理人によ
る申請であることを考えると、当
面の間は、「書面申請」という申
請手段もありますので、資格者に
よるオンライン登記申請がある程
度軌道に乗ってから検討しても十
分ではないでしょうか。

オンラインで不動産登記を申請
する場合の検討すべき具体的な
サービスのアイデアは、利用者視
点、民間からの視点で考えると、
いくらでも出てくるでしょう。基本
は、法務局が管理する不動産登記
情報との連携です。例えば、所在
地番を入力して物件を検索するこ
とができる、インデックスマップの
ようなものから申請地等を選択す
ることによって、申請に必要な不
動産登記情報が申請支援システム
を介して申請書に自動的に入力さ
れる、所有者は、自身の ID（登記
識別情報など）と電子証明書など
を使って、自身の不動産情報にい
つでも無料でアクセスできる、と
いったサービスが考えられます。

基本的なインデックスマップの
情報を公開して、閲覧したい場所
をクリックすると、基本情報が表
示され、「登記事項証明書を請求
する」「登記申請をする」といっ
た選択肢が表示されるようになる
と、利用者にとっては格段のサー
ビス向上となります。また、最近、
ヤフーオークションなどで不動産
売買などが見られますが、このよ
うなネットで不動産売買を行う際

に必要な情報がワンクリックで表
示でき、信頼できる第三者の評価
情報等に則り契約が成立するよう
なネットサービスなども、今後出
現するかもしれません。

直接私たちの業務に関係はあり
ませんが、「商業・法人登記の場合」
について検討してみると、基本的
な考え方は、不動産登記の場合と
同じですが、資格者向けサービス
に加えて、「申請者が自分ででき
るサービス」を積極的に開発する
ことによって、より一層普及する
ものと思われます。

会社法等の整備により、日本に
おける会社設立や設立後の変更と
いった手続は、以前に比べてかな
り簡素化されました。しかし、ま
だ無駄と思える手続（原始定款の
認証）が残っており、オンライン
サービスの障害となっています。
会社の設立条件が法的に緩和さ
れたのですから、手続きについて
も更なる簡素化が求められます。
簡素化しないままオンラインサー
ビスを展開しても、利用者は使い
にくいし、システムは高価なまま
となってしまいます。

また、別の観点から見ると、新
規に設立した会社（企業）に対して、
利用者 IDやパスワードを含む「オ
ンライン申請キット（仮称）」を作
成し、設立時に作成する「代表者
印（会社の実印）登録」や「登記
簿謄本の取得」を行うために、登
記所に行かなければなりませんが、
その機会を利用して、行政側が「今
後の変更については、インターネッ
トでお願いします。」と「オンライ

ン申請キット（仮称）」配布すれば、
非常に有意義ではないでしょうか。
申請者（代理人等を含む）が役所
に出頭し、行政と対面で話をする
わけですから、このチャンスを利
用しない手はありません。このよ
うな機会を活用すれば、オンライ
ン申請に問題となる「本人確認」「利
用者登録」「ID・パスワードの発行」
といった事前に必要な手続を一度
に行うことが可能となります。

こうして設立された企業は、「オン
ライン申請キット（仮称）」を使って、
・自社の登記情報への無料アクセス
・変更登記のオンライン申請
などが行えるようになれば、一
般の方の利用（法人）が増えるの
ではないでしょうか。

色々と述べてきましたが、一番大
切なことは、私たちが利用するサー
ビスなので、私たちが使いやすいサー
ビスを作りこむことではないでしょう
か。オンライン登記申請の一側面か
ら見ただけで判断することなく、視
点を変えて、色々なアイデアを提案
することで、行政、国民、資格者の
三者が協力しながら、より良いサー
ビスを共同して検討し作り上げてい
くという意識を持つことが大切です。

何も考えずに、利用者の利便性
を考えなければ、どのような高度な
技術を駆使しても、費用を投じて
高価なシステムを構築しても、利用
者のニーズに応えるサービスを実現
することはできないでしょう。

「出来ることからコツコツと」
継続することが、利用促進の一番
の近道ではないでしょうか。
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会長レポート

会 長  
レポート

11月16日～12月15日

11 月 18 日
秋の褒賞伝達式
平成 20 年秋の褒章伝達式が法務省講堂で開催さ
れ、来賓として招待をいただき出席。
今年秋の褒章に際して、5 名の土地家屋調査士が
黄綬褒章受章の栄に浴された。菊地勇（元連合会
常任理事・現釧路会長）、横田今朝夫（元群馬会
長）、杉山勇（元連合会監事・元長崎会長）、加古
幸平（元連合会監事・元滋賀会長）、狹山靖裕（元
鹿児島会長）の五氏で、いずれも永年にわたり土地
家屋調査士業務に精励されるとともに、連合会・単
位会の役員として土地家屋調査士制度の充実発展
に寄与された方 。々国会に出席中の森英介法務大
臣に代わって小津博司事務次官から各氏に褒章の
記と黄綬褒章が手渡された。この後各受章者は天
皇陛下拝謁のため、法務省の用意したバスで皇居
に向かった。約三時間後、皇居から法務省に戻っ
た受章者とご令室のみなさんは法務省 20 階の会
議室で小川秀樹民事第二課長主催の懇談会に出席。
私も陪席させていただいた。

19 日
公明党土地家屋調査士制度の改革・振興議員懇話会
午前 9 時 30 分から開催された懇話会で、平成 21
年度税制改革への要求と政策要望をする。政策要
望では公益法人三法の施行に伴い、各地の公共嘱
託登記土地家屋調査士協会も五年以内に新法が規
定する一般社団法人又は公益社団法人への移行が
必要になるが、いずれの場合も円滑な移行が可能
となるよう要望した。また、近年の政府発注業務の
競争入札への移行に伴って、土地家屋調査士・土
地家屋調査士法人・公嘱協会が入札参加する機会
が多くなったが、政府統一の参加資格・業務区分
に土地家屋調査士業務または登記業務を明示的に
区分していただきたいことなどを要望させていただ
いた。

終了後　東京ドームホテルで開催の日本測量協会理
事会に出席。

午後から各副会長、瀬口専務ほか役員と会務打ち
合わせ。

20 日
自由民主党法務部会・司法制度調査会、法務・自
治関係団体委員会合同会議
午前　連合会にて土地家屋調査士法施行規則の改
正案について打ち合わせ。

午後　自由民主党法務部会・司法制度調査会、法
務・自治関係団体委員会合同会議が自民党本部で
開催され、各副会長ほか連合会役員、井上孝三郎・
全調政連会長ほかの皆さんと出席。税制改正や政
策要望等についてヒアリングを受けた。自民党から
は衆参両院の多数の議員に出席いただいた。

21日
「境界問題相談センターいわて」設立記念式典・祝賀会
全国 33 番目になる土地家屋調査士会ADRとして、
境界問題相談センターいわてが開設。この日、盛岡
市内のホテルで開設記念式典と祝賀会が開催され
出席。
岩手弁護士会（石川哲会長）の全面的な協力の下、
岩手県土地家屋調査士会（菅原唯夫会長）が周到
な準備期間を経てこの日の開設に漕ぎつけたもので、
東北ブロックでは 2番目となるADR開設をブロック
内各会及び公嘱協会役員のほか、出雲範夫盛岡地
方法務局長はじめ内外から多数のご来賓が出席さ
れ、センターの開設をお祝いした。

22 日
日本災害復興学会大会
東京・本郷の東京大学で開催された日本災害復興学
会 2008 年度大会に出席。阪神・淡路大震災からの
復興支援活動を今なお続ける阪神・淡路まちづくり
支援機構の永井幸寿・津久井進の両弁護士の報告
等興味深いテーマでシンポジウムが進行し、勉強さ
せていただいた。

23 日
「境界問題相談センター岡山」設立記念式典・祝賀会
中国地方では 3 番目となる土地家屋調査士会ADR
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が髙山吉正会長率いる岡山会に設置された。岡山弁
護士会（秋山義信会長）の全面的なご協力を頂き、
全役員・会員が一丸となって取り組んできたとのこと。
岡山会社会事業部長を兼ねる金関圭子初代ADRセ
ンター長が語る開設までの道のりは大変な困難を乗
り越えてのことであったことがうかがえた。岡山地方
法務局・林久義局長、萩原誠司議員、岸田文雄前
内閣府特命担当大臣、片山虎之助・元総務大臣ほ
か現・元国会議員の先生方も多数お祝いに駆け付け
てくださった。

26 日
第 7回正副会長会議
午後からの常任理事会を控えて、提案議題の調整
等を行ったほか、懸案の課題について協議。

26 ～ 27 日
第 7回常任理事会
調査士法人に関する規定の整備、なかんずく使用
人調査士に関する規定の整備が総会後の重要課題
となっており、予てから山野目章夫・早稲田大学教
授を座長とする検討委員会を設置し、検討が進めら
れてきたが、このほど同委員会から連合会長宛答申
が出された。常任理事会ではその経過説明とともに、
答申書に沿って、これを会長見解として発出するこ
とを決定。そのほか、業際に関する諸問題解決に
前向きに取り組むこと、関連業界の連携により更な
る制度の充実発展への思いを込めて、全国測量設
計業協会連合会との話し合いの場を持ってきたが、
近日中に基本合意書の締結を行うことなどについて
意見調整を行う。そのほか、今回の常任理事会は
多数の懸案事項の進捗に伴う協議がなされた。

27 日
民主党　21年度予算・税制改革ヒアリング　ほか
早朝 8 時 40 分から民主党法務部門及び団体総局
の先生方から21年度政府予算・税制への要望につ
いてヒアリングを受ける。不動産登記制度の充実の
ため及び筆界特定制度の利便性を高めるための予
算要望などをさせていただいた。

午後（常任理事会終了後）　連合会が行う能力担保

のための特別研修と考査を経てADR代理関係業
務を行うことができる土地家屋調査士として法務大
臣の認定を受けた者は10月1日の第 3回合格発表
により3100 名を超えることとなった。これらADR
認定調査士が円滑に業務ができるようサポートする
ための研修等の実施が必要と考えている。この日は
日調連 ADRセンター長を兼ねる小林連合会副会長
ほかPTの皆さんがモデル研修の実施について協
議いただいた。報酬の考え方、弁護士と共同して代
理するに際しての心構えや実際の業務展開等々、認
定はされたものの、実際に業務するには、なお不安
に思っている会員さんをサポートし、多くのADR認
定調査士に紛争解決の場における代理人としての
実績を積んでいただきたい。

28 日
災害復興まちづくり支援機構　定時総会
午前～午後　連合会内で多くの懸案事項等につい
て担当役員と協議。

夕刻　霞ヶ関の弁護士会館で開催の災害復興まち
づくり支援機構　定時総会に出席。同機構は在京
の専門資格者団体等で構成される大地震等の大災
害があった場合に被災地の復興のために支援する
ことを目的として設立された団体で、私も所属する
阪神・淡路まちづくり支援機構とは兄弟の関係にあ
る。東京土地家屋調査士会（竹内八十二会長）及
び東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会（鷲尾賢
司理事長）も主要メンバーとして活躍されている。
役員改選議案では新年度の代表委員の一人に東京
会の菊池千春副会長が就任された。この日の記念
講演会では、東京慈恵会医科大学の浦島充佳准教
授による「新型インフルエンザ対策最前線！	東京で
新型インフルザが発生した場合、感染拡大を最小限
にし、乗り越えるために地域は何をなすべきか」。ペ
ストをはじめ歴史に残る大惨事となった感染症被害
や新型インフルエンザの脅威と予防策についての興
味深いお話をお聞きし、災害は自然災害だけではな
いことを改めて確認した。
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29 日
近畿ブロック協議会統一研修境界鑑定講座
日本土地法学会関西支部大会
午前　大阪駅近くの研修センターで開催中の近畿ブ
ロック協議会統一研修境界鑑定講座に出席し挨拶
をさせていただく。この日の講師は熊本家裁所長の
上原裕之判事と京都弁護士会の鍔田宜宏弁護士。
いずれも実務に即した示唆に富んだお話しに満席の
受講者が聞き入った。

午後　京都市内で開催中の日本土地法学会関西支
部（支部長・安本典夫・立命館大学教授・日調連顧
問）の支部総会を兼ねた学術研究大会に出席。こ
の日のテーマは土地基本法が施行されて今年で 20
年になることから、「土地についての基本的考え方―
土地基本法 20 年を迎えて」であり、多面的な視点
からの研究報告がなされた。私は、里山の保全を研
究されている龍谷大学の牛尾洋也教授の環境問題、
生態系の問題等を含む報告にとても興味をひかれ
た。国土調査事業でも山村境界保全事業が注目され
ていることでもあり、永年にわたる牛尾教授の実践
研究成果の報告と提供資料は貴重なものだった。
香川会の長老・塚田利和会員も持論である地図と
境界についての研究を報告。

30 日
淡路島・野島断層へ
私も時々出席し勉強させていただいている神戸大学
大学院・塩崎賢明教授が主宰する兵庫県災害復興
支援センターのメンバーの皆さんと1995 年1月の阪
神・淡路大震災の震源地である兵庫県淡路市（旧
北淡町）の野島断層近辺をフィールドリサーチ。北
淡セミナーハウスで被災後の14 年間の歩みを復興
活動に直接携わってこられた市の幹部職員、市会
議員の先生からレクチュアーを受けた後、復興のた
め土地区画整理事業が行われた富島地区を中心に
今なお進行中の復興まちづくりの課題・隘路となっ
たこと、地域住民の想いと現実、法整備の課題な
どについて勉強させていただいた。改めて大災害の
悲惨さと、復興作業（事業）推進の難しさを体感。

12 月 2 日
連合会にて瀬口専務ほかと会務打ち合わせ

3 日
全測連との合意書調印式
土地家屋調査士（界）と社団法人全国測量設計業
協会連合会（尾野安次会長）を中心とする測量業界
とは隣接業界であり、両者を兼業する会員も少なく
ないが、近時の公共調達の適正化指針に基づく政
府発注業務の競争入札への移行に伴い、業際に関
する諸問題等も顕在化している。私は予てから、こ
の問題に関して、両業界が胸襟を開いて忌憚のな
い意見を出し合い、両業界・両資格者がお互いの
職域・資格制度等を尊敬し、尊重しながらこれらの
課題に一定の指針を示すテーブルが必要であろう、
併せて両業界の共同による研究を深め、連携して、
測量に携わる者の社会的地位の向上、時代に即応
した政策提案等を行い得るような設えが重要である
と考えてきた。この日はそれらの取り組みの第一段
階として、両業界の会長による基本合意書を締結す
ることとなったものである。この日に至るまでには各
副会長、瀬口専務、竹谷常務、関根・山田の両部
長ほか関係役員のみなさんの献身的な取り組みと、
法務省民事第二課・前田幸保補佐官、国土交通省
国土地理院・田中博幸補佐他ご関係の皆さんに大
変なご尽力をいただいた。3 項目の短い合意書であ
るが、新しい時代を作る第一歩としての万感の思い
を込めて署名させていただいた。

4 日
会館にて瀬口専務ほかと会務打ち合わせ

5 日
目下進行中の公共嘱託登記関連の課題に関し古屋
圭司衆議院議員（自民党調査士政治連盟副会長）
を横山副会長、竹谷常務理事と共に自民党本部広
報本部長室に訪ね、打ち合わせ。多くのご示唆・
ご教示をいただいた。

午後　日調連制度対策本部委員ほか、多くの連合
会役員を歴任された柳下泰兒氏（東京会）の訃報に
接する。同氏は専門誌「測量」の編集委員として出
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向をお願いしたり、業務・研究部門の研修会講師等
としてもご尽力をいただいた方。59 歳の若さで旅立
たれた柳下氏のご冥福を只 、々お祈りするばかり。

8 日～ 9 日
下川・横山の両副会長、瀬口専務ほか担当役員諸
氏と公共嘱託登記関連業務の受発注等に関する諸
問題を協議。

10 日
三者連絡会
霞ヶ関の法曹会館で、ともに法務省を監督庁とする
日本公証人連合会（渡部正和会長）、日本司法書士
会連合会（佐藤純通会長）、日本土地家屋調査士会
連合会による三者連絡会を開催。毎年この時期に開
催し、三会の役員が出席して情報交換と懇談を重ね
ているが、今年は日調連が当番会となってお世話さ
せていただく。各資格者団体ともに現下の社会環境
の激変を受けて対応すべき課題が目白押しという点
では共通していると感じた。日本公証人連合会の澤
脇達文事務局長は元公証人・元高松法務局長で、大
阪法務局にご在勤中は大変お世話になった先生でも
あり、昔噺もさせていただいた。

11日
第 8 回正副会長会議
懸案事項についての意見交換のほか、午後から開
催の第 5回理事会の議題調整をする。

11 ～ 12 日
第 5回理事会
今年最後となる理事会を杉井・田坂・阿部の三監事

にもご出席いただいて開催。
各部事業も大詰めに来ていることから報告事項・協
議議題・審議議題ともにいつもより多い。懸案の調
査士法人の使用人に関する会長見解について、先
に受領した連合会顧問の先生方を含む検討委員会
からの答申書に沿って、これを連合会長見解として
各会に発出することの承認をいただく。また制度制
定 60 周年が間近に迫っていることから、記念事業
に関する検討PTを設置することを承認。平成 21
年度の連合会事業計画大綱案もたたき台の段階で
はあるが提出させていただいた。

12 日
登録審査会
土地家屋調査士法第 62条に規定された登録審査
会を開催。規定では日調連会長を審査会長とするほ
か、四名の委員により構成するとされている。現在
の委員には法務省から民事局・小川秀樹民事第二
課長、学識経験者として飛沢隆志・元公証人、松
尾英夫・桐蔭横浜大学特任教授（元公証人）、連
合会から関根総務部長がそれぞれ就任されている。
この日の審査会では土地家屋調査士会を退会後、
登録取り消しの届け出がなされていない土地家屋調
査士を対象に、審査会裁定による取り消しの可否
等について審議した。

15 日
山本有二議員の国政報告会
都内のホテルで開催された山本有二衆議院議員（自
民党調査士議員連盟副会長）の国政報告会「衆議
院議員山本有二と国政を語る会」に出席。
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LOOK	NOW

ADRセンター合同研修会

講師は早稲田大学・和田教授

	 ロールプレイで実力アップ

平成 20 年 10 月 24、25 日の両
日、「境界問題相談センターちば」
と「境界問題相談センターかな
がわ」の呼びかけにより、関東ブ
ロック管内調査士会 7会と山形会
から、ADR担当者 57名が参加し、
ADRセンター合同研修会が開催
された。
講師には、わが国におけるADR

の第一人者、早稲田大学法科大学
院・和田仁孝教授が迎えられた。
会務の合間を縫って駆けつけた日

調連の松岡会長、小林副会長の激

励の言葉に会場の千葉県土地家屋
調査士会館は、熱気につつまれた。
研修は、和田教授の「土地家屋
調査士型ADR―調停人の倫理と
ジレンマ」と題する基調講義に始
まり、ロールプレイによる模擬調
停主体に進められた。
模擬調停では、各人が調停人、
申立人、相手方に成り切り、本
番さながらの迫真の演技を展開、
ADR手続実施者としての実力は
確実にアップした。
情報交換の時間では、各セン

ターの現状と課題が報告され、活
発な意見交換がなされた。
このような合同研修会は、関東
では初めて開催されたが、今後の
共同開催や研修のための緩やかな
組織作りについて提案があり、満
場一致で賛同の意思が示された。
土地家屋調査士会型ADRは各
地で次々に設立されているが、社
会への定着が注目されている。
我々はこの夢を、必ず実現しな
ければならない。
（千葉県土地家屋調査士会・広報部）

ADR センター合同研修会
講師は早稲田大学・和田教授
 ロールプレイで実力アップ

早稲田大学　和田教授による基調講義

日調連　松岡会長 ロールプレイによる模擬調停
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大規模災害基金状況

単位会からの拠出金計 ￥ 149,754,391
他の寄付金等収入計 ￥ 6,219,054 ※

一般会計繰入金計 ￥ 16,000,000
見舞金計 ￥ － 49,505,000
他の支出 ￥ － 654,185

￥ 121,814,260

支出日 所属会 支出先 災害内容 合　　計
H10.	 8.20 新潟 会員	 1名 集中豪雨 ￥	 20,000
H10.10.16 茨城 会員	 1名 集中豪雨 ￥	 20,000
H10.10.16 福島 会員	 1名 集中豪雨 ￥	 20,000
H10.10.16 高知 会員	 3名 集中豪雨 ￥	 60,000
H11.	 4.14 岡山 会員	 1名 台風 ￥	 20,000
H11.11.16 愛知 会員	 4名 竜巻 ￥	 80,000
H11.12.10 山口 会員20名 台風 ￥	 490,000
H12.	 4.14 札幌 会員	 1名 有珠山噴火 ￥	 30,000
H12.	 6.14 岩手 会員	 1名 集中豪雨 ￥	 50,000
H12.10.	 6 東京 会員	 2名 三宅島雄山噴火￥	 200,000
H12.10.	 6 愛知 愛知会 東海地方豪雨 ￥	 1,500,000
H12.10.24 鳥取 鳥取会 鳥取西部地震 ￥	 100,000
H12.11.27 東京 会員	 2名 三宅島雄山噴火￥	 200,000
H12.12.25 島根 島根会 鳥取西部地震 ￥	 30,000
H13.	 2.20 鳥取 鳥取会 鳥取西部地震 ￥	 250,000
H13.	 3.28 東京 会員	 2名 三宅島雄山噴火￥	 200,000
H13.	 4.20 広島 広島会 芸予地震 ￥	 100,000

支出日 所属会 支出先 災害内容 合　　計
H13.	 4.20 山口 山口会 芸予地震 ￥	 100,000
H13.	 4.20 岡山 岡山会 芸予地震 ￥	 100,000
H13.	 4.20 香川 香川会 芸予地震 ￥	 100,000
H13.	 4.20 愛媛 愛媛会 芸予地震 ￥	 100,000
H13.	 6.29 愛媛 愛媛会 芸予地震 ￥	 200,000
H14.	 8.12 岐阜 会員	 1名 台風	 6号 ￥	 100,000
H14.11.18 千葉 会員18名 台風21号 ￥	 100,000
H15.	 6.17 宮城 宮城会 宮城県沖地震 ￥	 50,000
H15.	 6.17 福島 福島会 宮城県沖地震 ￥	 50,000
H15.	 6.17 山形 山形会 宮城県沖地震 ￥	 50,000
H15.	 6.17 岩手 岩手会 宮城県沖地震 ￥	 50,000
H15.	 6.17 秋田 秋田会 宮城県沖地震 ￥	 50,000
H15.	 6.17 青森 青森会 宮城県沖地震 ￥	 50,000
H15.	 8.	 8 福岡 会員	 1名 九州集中豪雨 ￥	 100,000
H15.	 8.22 宮城 会員	 1名 宮城県沖地震 ￥	 100,000
H15.	 9.25 宮城 会員	 7名 宮城県沖地震 ￥	 2,000,000

支出計 ￥	 6,670,000

災害見舞金支出一覧①
（平成15年度まで） 平成 20 年 12 月 15 日現在

各調査士会 拠 出 金 額
東　京 ￥	 14,490,000
神奈川 ￥	 6,500,000
埼　玉 ￥	 9,213,920
千　葉 ￥	 4,606,529
茨　城 ￥	 3,875,500
栃　木 ￥	 1,741,500
群　馬 ￥	 2,409,000
静　岡 ￥	 6,627,029
山　梨 ￥	 1,012,000
長　野 ￥	 2,127,500
新　潟 ￥	 3,165,900
大　阪 ￥	 13,164,000
京　都 ￥	 1,012,131
兵　庫 ￥	 14,654,812
奈　良 ￥	 1,305,564
滋　賀 ￥	 1,513,632
和歌山 ￥	 1,299,000

愛　知 ￥	 5,397,948
三　重 ￥	 2,134,081
岐　阜 ￥	 1,639,323
福　井 ￥	 844,786
石　川 ￥	 1,435,000
富　山 ￥	 1,436,000
広　島 ￥	 1,527,773
山　口 ￥	 1,231,000
岡　山 ￥	 1,383,110
鳥　取 ￥	 933,500
島　根 ￥	 1,019,000
福　岡 ￥	 5,014,500
佐　賀 ￥	 1,108,000
長　崎 ￥	 2,327,000
大　分 ￥	 2,007,000
熊　本 ￥	 2,586,000
鹿児島 ￥	 3,381,000

宮　崎 ￥	 2,053,000
沖　縄 ￥	 2,027,000
宮　城 ￥	 1,641,428
福　島 ￥	 3,286,051
山　形 ￥	 604,328
岩　手 ￥	 1,621,298
秋　田 ￥	 1,178,852
青　森 ￥	 1,744,300
札　幌 ￥	 3,466,970
函　館 ￥	 753,000
旭　川 ￥	 723,000
釧　路 ￥	 1,113,000
香　川 ￥	 1,400,000
徳　島 ￥	 801,126
高　知 ￥	 913,000
愛　媛 ￥	 2,305,000
合　計 ￥	149,754,391

各会からの大規模災害拠出金合計
（平成9年度から平成20年度まで） 平成 20年 12 月 15 日現在

収支状況

平成 20年 12 月 15 日現在

ご協力いただきありがとうございます。

※内 自家共済残余財産寄付金 ￥3,559,544
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支出日 所属会 支出先 災害内容 合　　計
H16.	 7.	 7 佐賀 会員	 1名 佐賀市竜巻 ￥	 200,000

H16.	 7.23 新潟 会員14名 集中豪雨 ￥	 1,700,000

H16.	 7.23 福井 会員	 7名 集中豪雨 ￥	 500,000

H16.	 8.	 6 新潟 会員	2名、新潟会 集中豪雨 ￥	 250,000

H16.	 8.	 6 福井 福井会 集中豪雨 ￥	 100,000

H16.	 8.18 富山 会員	 1名 集中豪雨 ￥	 100,000

H16.	 9.	 3 愛媛 会員	 2名 台風15号、大雨￥	 150,000

H16.	 9.16 兵庫 会員	 1名 台風16号 ￥	 100,000

H16.	 9.16 香川 会員	 7名 台風16号 ￥	 700,000

H16.10.	 1 函館 会員	 2名 台風18号 ￥	 150,000

H16.10.	 1 香川 会員	 2名 台風18号 ￥	 150,000

H16.10.	 4 広島 会員13名 台風18号 ￥	 300,000

H16.10.	 4 大分 会員	 4名 台風16号、18号￥	 100,000

H16.10.	 4 宮崎 会員	 2名 台風16号 ￥	 150,000

H16.10.	 4 岡山 会員	 2名 台風16号 ￥	 200,000

H16.10.	 8 三重 会員	 2名 台風21号、大雨￥	 300,000

H16.10.18 兵庫 会員12名 台風16号、18号￥	 360,000

H16.10.19 山口 会員21名 台風18号 ￥	 580,000

H16.10.19 愛媛 会員	 3名 台風21号 ￥	 250,000

H16.10.25 高知 会員	 1名 台風16号 ￥	 50,000

H16.10.26 新潟 新潟会 中越地震運営費 ￥	 1,000,000

H16.10.26 新潟 新潟会 中越地震応援物資￥	 1,000,000

H16.11.	 4 兵庫 会員	 2名 台風16号、18号￥	 70,000

H16.11.	 5 静岡 会員	 2名 台風22号 ￥	 90,000

支出日 所属会 支出先 災害内容 合　　計
H16.11.17 新潟 会員34名 新潟県中越地震￥	 8,800,000

H16.11.17 兵庫 会員	 4名 台風16号、18号￥	 100,000

H16.11.17 香川 会員	 6名 台風22号、23号￥	 520,000

H16.11.24 新潟 新潟会 中越地震運営費￥	 100,000

H16.11.25 千葉 会員	 2名 台風22号 ￥	 20,000

H16.11.25 兵庫 会員15名 台風23号 ￥	 3,700,000

H16.12.	 6 新潟 会員	 9名 新潟県中越地震￥	 550,000

H16.12.	 6 兵庫 会員	 1名 台風23号 ￥	 20,000

H16.12.	 7 東京 会員	 2名 三宅島雄山噴火￥	 200,000

H16.12.24 兵庫 会員	 1名 台風23号 ￥	 100,000

H17.	 3.30 新潟 会員14名 新潟県中越地震￥	 2,200,000

H17.	 7.20 新潟 会員	 1名 集中豪雨 ￥	 50,000

H17.10.	 7 埼玉 会員	 1名 局地的豪雨 ￥	 100,000

H17.10.17 東京 会員	 2名 局地的豪雨 ￥	 150,000

H17.10.26 宮崎 会員	 3名 台風14号 ￥	 1,750,000

H18.	 9.	 7 宮崎 会員	 1名 大雨被害 ￥	 200,000

H18.10.	 4 長野 会員	 7名 大雨被害 ￥	 750,000

H18.10.20 鹿児島 会員	 7名 大雨被害 ￥	 900,000

H19.	 3.28 石川 石川会 能登地震初動活動費￥	 500,000

H19.	 6.25 石川 会員21名 能登地震 ￥	 5,250,000

H19.	 6.25 石川 石川会 能登地震 ￥	 1,500,000

H19.	 7.20 新潟 新潟会 中越沖地震運営費￥	 1,000,000

H19.12.27 新潟 会員29名 中越沖地震 ￥	 3,625,000

H19.12.27 新潟 新潟会 中越沖地震 ￥	 1,000,000

支出計 ￥	41,635,000

災害見舞金支出一覧②
（平成19年度まで） 平成 20 年 12 月 15 日現在

平成9年度から平成20年度まで支出合計 ￥49,505,000

支出日 所属会 支出先 災害内容 合　　計
H20.	 6.25 宮城 宮城会 岩手・宮城内陸地震￥	 500,000

H20.	 6.25 岩手 岩手会 岩手・宮城内陸地震￥	 500,000

災害見舞金支出一覧③
（平成20年度～）

支出日 所属会 支出先 災害内容 合　　計
H20.11.	 5 三重 三重会 集中豪雨 ￥	 200,000

支出計 ￥	 1,200,000

平成 20 年 12 月 15 日現在



「年金受給まであとわずかだから、年金を増やすなんてもう無理かな…」などとあきらめてしまっている

方はいらっしゃいませんか。国民年金基金ならそんな心配は無用です。国民年金基金には、税制上の優遇措

置などさまざまなメリットがありますが、それはいつ加入しても同じです。50歳はもちろん59歳の方でも

加入できますし、各自それぞれの年金プランを立てることができます。遅すぎるということはありません。

今からでも具体的に考えてみてはいかがでしょうか。

ご存じですか？国民年金基金は 
50歳代からでも加入できること！ 

ナットク 国民年金基金 13

～高齢で加入しても必ず年金に結びつく安心の公的年金制度です～ 土地家屋調査士国民年金基金

ご安心ください！50歳代でもまだ大丈夫です！

CHECK1
掛金 1口当たりの掛金月額は一律

CHECK2
年金

年金額は、加入時年齢によって設定。受け取る年金額は、60歳までの加入月数によって
異なります。

CHECK3
組み合わせ

確定年金の年金額が終身年金の年金額（1口目を含めた額）を超える組み合わせはできま
せん（確定年金の年金額は、全体の年金額の半分以下となるようにします）。

メリット1 老後の生活スタイルを考えて、何口加入・増口するかを設計できる。

■ 50歳以上で加入の方の年金額表（年単位）（男性・加入時年齢抜粋）（単位：円） 

2口目以降（終身年金・確定年金） 1口目（終身年金） 

給付の型 

加入月数 

120月 120，000円 

16，020円 13，780円 

96月 94，300円 

60月 57，400円 

12月 11，080円 

掛金月額（固定） 

50歳0月 

52歳0月 

55歳0月 

59歳0月 

・50歳1月以上の方は、60歳までの加入期間が短いために掛金月額が高額になってしまうことから、それより若い方の場合と異なって、年齢にかかわらず、
掛金月額を年金の型ごとに一定にして、加入または増口をされたときの年齢に応じて年金額が設定されています。 

6，145円 4，270円 6，700円 

A型 B型 

60，000円 

8，010円 6，890円 

47，150円 

28，700円 

5，540円 

A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

終身お受け取り 

65歳から80歳まで

の保証期間付き 

終身年金 

保証期間なし 

終身お受け取り 

65歳から80歳まで

の保証期間付き 

終身お受け取り 

保証期間なし 

15年確定年金 

65歳から80歳まで

の保証期間付き 

10年確定年金 

65歳から75歳まで

の保証期間付き 

15年確定年金 

60歳から75歳まで

の保証期間付き 

加
入
時
年
齢 

50歳以上の方のご加入・増口に当たってのチェックポイント

国民年金基金02.qxd  08.12.15  9:12  ページ1
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なるほど　ナットク　国民年金基金 1

ご存じですか？国民年金基金は 50 歳代からでも加入できること！



老後の生活のために、民間の個人年金や貯蓄を…という方もいらっしゃるでしょう。しかし、民間の個人
年金の場合、高齢になるほど終身年金プランが少なくなり、掛金も高額となってしまいがちです。また、所
得控除が年間5万円までなのに対して、基金の場合は掛金全額（最大年間816，000円）が控除の対象と
なりますので、同じ掛金を納める場合にも基金であれば相当な節約になり、その分がお得になります。
貯蓄の場合、使ってしまえばなくなっていくものです。昨今の超低金利では、利息で増やそうという期待

もそうは望めません。税制上のメリットは、基金と貯蓄とを比べた場合にも絶大です。基金ではいわば掛金
を納めながら税率分の貯蓄をしているようなものです。また、基金であれば、掛金は毎月計画どおり継続し
て預金口座からの引き落としとなりますので、より確実に老後の資金準備ができるのではないでしょうか。

民間の個人年金よりも、
貯蓄よりもやっぱり基金のほうがお得です！

メリット2 税制上の優遇で、実質的な掛金負担が軽減される！

メリット3 平均的に長生きすれば、損することはありません！

【モデルケース：Tさん（52歳0月男性）が年金月額3万円（年金額36万円）程度を終身受け取りたい場合】

【モデルケース：Kさん（55歳0月男性）が60歳からの年金を手厚くしたい場合】

掛金月額 プラン①すべてA型　16,020円＋8,010円×6口＝64,080円（計7口）
プラン②すべてB型　13,780円＋6,890円×6口＝55,120円（計7口）

掛金月額 プラン①A型ベース　16,020円＋8,010円×3口＋6,700円×4口＝66,850円（計8口）
プラン②B型ベース　13,780円＋6,890円×3口＋6,700円×4口＝61,250円（計8口）

【検証：前頁のTさん（52歳0月男性、課税所得600万円で税率30％（所得税20％、住民税10％）がプラン①
A型7口加入した場合】

282，900円 
終身（2口目以降A型かB型＝47，150円×6口） 

94，300円 
終身（1口目A型かB型＝94，300円） 

＋ 377，200円 
（計7口） 

＝ 

終身受け取り 

60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 （年額） 

年金額 

143，500円 
終身（1口目A型かB型＝57，400円＋ 
2口目以降A型かB型＝28，700円×3口） 終身受け取り 

60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 （年額） 

年金額 

114，800円 
（2口目以降Ⅲ型＝28，700円×4口） 

258，300円 
1口目（A型かB型＝57，400円）＋ 

2口目以降（A型かB型＝28，700円×3口＋Ⅲ型＝28，700円×4口） 

約615万円 
（64，080円×96月） 

掛金総額 

約431万円 
（掛金総額－節税額） 

実質的な掛金総額 

約566万円 
（377，200円× 
保証期間15年間） 

受け取る年金総額 

＋α 

65歳男性の平均余命は約18年。
377，200円×18＝約679万円 
平均的に長生きすれば納めた掛金
総額よりもずっと多く受け取れる！ 

税率30％分
がお得！ 

68,000円以内であればさら
なる増口も可能！

メリット4 基金の年金の基本は終身年金、長生きする分受け取る年金が増えるからお得＆安心！

※現在、当基金では新規にご加入していただいた方全員に、加入記念として土地家屋調査士国民年金基金オリジナル
クオカード（1000円）を差し上げております。
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11 月 16 日～ 12 月 15 日会 誌日務

会務日誌

11 月
18 日
第 4回業務部会
＜協議事項＞
1　平成21年度事業計画（案）及び予算（案）の作成
について

2　調査・測量実施要領改訂に係る今後の対応に
ついて

3　業務統計等検討会報告書に係る今後の対応に
ついて

4　登記基準点に関する今後の取組みについて
5　オンライン登記推進室との連携について
6　その他

19 ～ 20 日
第 6回総務部会
＜協議事項＞
1　平成 20 年度第 2回全国会長会議及び平成 21
年新春交礼会の運営等について

2　平成 20 年度総務部事業の執行状況について
3　関係法令、会則、諸規程等の検討・整備について
4　調査士会の自律機能確立の指導・支援について
5　懲戒事例、注意勧告及び紛議の調停に関する
調査と分析について

6　｢土地家屋調査士倫理規範 ｣の啓発について
7　役員選任規則改正への対応について
8　連合会業務執行体制の検討について
9　事務局執行体制の検討について
10	日調連事業及び財務等の情報公開に関する規		
則の作成について

11	会館維持管理規程の作成について
12	その他

20 日
第 3回社会事業部会
＜協議事項＞
1　平成21年度社会事業部事業計画（案）及び同予
算（案）について

2　不動産登記法第 14 条地図、DID地区を中心と
する都市部地籍整備によって推進される地図
作成及び整備等に関する対応について

3　平成地籍整備事業に対する土地家屋調査士専
門職能の活用について

4　地籍制度充実のための政策要望等への対応に
ついて

5　地図混乱地域の調査・研究について
6　筆界特定制度の円滑な運用に向けた対応につ
いて

7　筆界特定制度の取組み体制の強化（3部門別担
当者会同等）について

8　日調連ADRセンターの運営と取組みについて
9　日本司法支援センター（法テラス）に関する事
項について

10	公共嘱託登記関連業務の具体的な受託推進につ
いて

11	各土地家屋調査士会・全公連と公共嘱託登記関連
業務の連携について

12	公益法人制度改革への対応について
13	専門家としての社会的貢献を図るための対応に
ついて

21 日
業務・研修・社会事業に関するブロック担当者会同
（関東ブロック）
＜各部のテーマ＞
・登記基準点の認定に関する具体的運用について
（業務部）
・土地家屋調査士CPD（概要・運用マニュアル等）
について（研修部）
・筆界特定制度の円滑な運用について（社会事業部）
・平成地籍整備と地図作り（地図作りの新たな展開）
（社会事業部）
※全国 8ブロック同一テーマ

25 日
第 1回考査問題検討委員会

26 日
第 7回正副会長会議

第 7回常任理事会
＜協議事項＞
1　土地家屋調査士法人に関する規定等検討委員会
における検討結果の対応について

2　日調連役員選任規則の一部改正（案）について
3　土地家屋調査士倫理規程（案）について
4　土地家屋調査士登録事務取扱規程の一部改正
（案）について
5　平成20年度第2回全国会長会議及び新春交礼会
の運営等について

6　登記完了証の頒布方法について
7　「土地家屋調査士　調査・測量実施要領」の改訂
方針について

8　第 4回土地家屋調査士特別研修における基礎研
修録画収録の契約について

9　土地家屋調査士専門職能継続学習制度における
本格稼働の周知について

10	日調連ADRセンターの位置付けについて
11	地籍学シンポジウムについて
12	土地家屋制度制定60周年記念事業準備委員会の
組成について

13	平成 21 年度各部事業計画（案）について



お 知 ら せ

土地家屋調査士法第3条第1項第 7号に規定する法務大臣の団体指定について

次の土地家屋調査士会が標記法務大臣の団体指定を受けました。

○法務省告示第 532 号

土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第 3条第 1項第 7号の規定に基づき、同号の団体として
次の団体を指定する。

平成 20 年 12 月 1日	 法務大臣　森　　英介

名　　称 主たる事務所

奈良県土地家屋調査士会 奈良市東紀寺町 2丁目 7番 2号
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12 月
2 ～ 3 日
第 4回研修部会
＜協議事項＞
1　平成20年度研修部事業経過及び予算執行状況
について

2　平成 21 年度研修部事業計画（案）及び同予算
（案）並びに平成21年度特別研修特別会計予算
（案）について
3　業務・研修・社会事業に関するブロック担当者
会同への対応について

4　土地家屋調査士制度制定60周年記念における
研修部事業の企画案について

5　その他

第 2回環境PT会議
＜協議事項＞
1　関係方面への周知について
2　平成 21 年度事業計画案への反映と平成 21 年
度予算案について

4 ～ 5 日
業務・研修・社会事業に関するブロック担当者会同
（中部ブロック）
＜各部のテーマ＞は11月 21日関東ブロック欄に
記載

10 日
第 4回認証局運営委員会
＜協議事項＞
1　日調連特定認証局更新認定に係る規程等の承
認について

2　平成21年度以降における新入会員からの特別
会費徴収及び平成22年度以降の予算について

11 日
第 8回正副会長会議

11 ～ 12 日
第 5回理事会
＜協議事項＞
1　土地家屋調査士倫理規程（案）について
2　登記基準点の認定費用について
3　土地家屋調査士制度制定60周年記念事業につい
て

4　公益法人制度改革に係る連合会の対応について
5　隣接業界との業務区分について
6　地籍シンポジウムの開催について
7　その他

第 5回理事会業務監査

12 日
第 1回登録審査会

14 日
業務・研修・社会事業に関するブロック担当者会同
（四国ブロック）
＜各部のテーマ＞は11月21日関東ブロック欄に記載

15 日
第 8回広報部編集会議（電子会議）
＜協議事項＞
1　会報について
2　「地籍学会」創設に向けた「地籍シンポジウム」の
パンフレット作成について

3　土地家屋調査士制度制定60周年記念事業について
4　「地理空間情報フォーラム 2009」について
5　平成21年度事業計画（案）及び同予算（案）について
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平成 20 年度土地家屋調査士試験の結果について

平成20年度土地家屋調査士試験の結果について
土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第 6条第 1項の規定による平成 20 年度土地家屋調査

士試験の合格者が発表されました。
同試験の結果の概要は、下記のとおりです。
なお、平成 20 年度土地家屋調査士試験合格者の「受験地・受験番号・氏名」は、平成 20 年 12 月 19

日付け官報に掲載されております。

記

試験日 筆記試験（8月 24 日）、口述試験（11 月 10 日）

出願者数 7,270 名

受験者数
6,074 名（午後の部の試験を免除された者であって午前の部を受験した者又は
午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいう。）

合格者数 488 名（男 463 名・94.9％　女 25 名・5.1％）

筆記試験合格点
午前の部の試験　満点 100 点中 73.0 点以上

午後の部の試験　該当なし

午前の部の試験のうち、多肢択一式問題については満点 50 点中 35.0 点に、記述式問題について
は満点50点中31.0点に、午後の部の試験のうち、多肢択一式問題については満点60点中30.0点に、
それぞれ達しない場合には、それだけで不合格とされた。（� ）

平均年齢	 36.43 歳
最低年齢	 20 歳　　2名
最高年齢	 64 歳　　1名　　※年齢はＨ 20.12.2 現在

受験地 人数
東　京 187
大　阪 83
名古屋 70
広　島 31
福　岡 45
那　覇 6
仙　台 26
札　幌 14
高　松 26
合　計 488

受験地別合格者数生年別合格者数
生　年 人数
昭和 63年 1
昭和 62 年 1
昭和 61 年 1
昭和 60 年 4
昭和 59 年 6
昭和 58 年 12
昭和 57 年 11
昭和 56 年 9
昭和 55 年 13
昭和 54 年 16
昭和 53 年 29
昭和 52 年 24
昭和 51 年 23
昭和 50 年 35
昭和 49 年 37

生　年 人数
昭和 48 年 43
昭和 47 年 27
昭和 46 年 23
昭和 45 年 16
昭和 44 年 19
昭和 43 年 16
昭和 42 年 17
昭和 41 年 9
昭和 40 年 14
昭和 39 年 8
昭和 38 年 10
昭和 37 年 8
昭和 36 年 5
昭和 35 年 7
昭和 34 年 2

生　年 人数
昭和 33 年 8
昭和 32 年 5
昭和 31 年 4
昭和 30 年 5
昭和 29 年 4
昭和 28 年 3
昭和 27 年 5
昭和 25 年 2
昭和 24 年 3
昭和 23 年 1
昭和 22 年 1
昭和 19 年 1
合　計 488
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会員研究論文募集のお知らせ

日本土地家屋調査士会連合会広報部では、全国の会員の皆様からの論文を募集します。
昨年、パシフィコ横浜で開催された『地理空間情報フォ－ラム 2008』には 3日間で延べ 2万人を超える
来場者がありました。日本土地家屋調査士会連合会が参画した「表示登記制度研究発表会」には 370 人の来
場者が集まり、会場となったアネックスホ－ルは満員に埋め尽くされ、充実した発表会となりました。
昨今の各省連携により、地図政策への取組みにおける基本的な情報の国際化、行政政策上の共有化が必然
とされる中、高度空間情報社会での地理空間政策における土地家屋調査士の携わる日常業務の成果、街区基
準点の維持・管理を捉えた利活用の推進、筆界特定制度でのデ－タ構築の共有化、ADRセンター情報等で
の「筆界」情報の確立等、時代は技術論に留まらず、地理空間情報での抜本的な部分での『地籍学』の確立
が急務とも考えられます。
土地家屋調査士は地籍に関する情報の生産現場に直接関与する立場から、会員からの論文を募集します。
選考の上、入選された論文については『地理空間情報フォ－ラム 2009』にて発表をしていただきます。
日頃の研究成果を発表するとともに、登記・地籍等に関する測量の情報共有、また意見交換をすることによ
り、土地家屋調査士全体の研究の資としていくことを目的としています。多くの方々の積極的なご応募を期
待します。

●会員研究論文 応募要領
（1）内　　容 “地籍情報の生産現場―登記測量の視点から―”に関する論文および要約（アブストラクト）

※論文は過去に発表されたものでも構いません。ただし、提出については論文要約審査を通過した
方々を対象とします。

（2）応募資格 土地家屋調査士（会員）

（3）応募方法 応募する論文は原則として 1人 1編とし、要約については（7）の Eメールアドレス宛てに送
信してください。論文については審査の上、発表対象者のみCD-ROM及び印刷したものを
2部ずつ郵送してください。応募原稿及び資料は返却いたしません。

（4）枚　　数 要	旨　A4判　1～ 2枚
論	文　A4判　枚数は制限しません。

（5）書　　体 用紙：A4判
フォント：MS明朝フォント
サイズ：テーマ（14ポイント太字）、所属会・会員名（12ポイント）

	本文（11 ポイント）

（6）応募締切 要	旨　2009 年 3月 	 2 日（月）※ 3月下旬に審査通過者に論文を依頼します。
論	文　2009 年 4月 30 日（木）

（7）送 付 先 要	旨　E-mail：rengokai@chosashi.or.jp
※メールタイトルを「広報部募集論文」としてください。
※メール本文に「論文テーマ」、「所属会」、「会員名」、「住所・電話番号・FAX番号」を明記
してください。

論	文　日本土地家屋調査士会連合会　広報部	行

（8）問合せ先 日本土地家屋調査士会連合会事務局　広報担当
〒 101-0061 東京都千代田区三崎町一丁目 2番 10 号
土地家屋調査士会館
TEL：03-3292-0050　FAX：03-3292-0059

（9）論文発表 地理空間情報フォ－ラム 2009
日時：2009 年 6月 17 日（水）　午前 10 時～（予定）
会場：パシフィコ横浜

※なお、発表していただいた論文につきましては、連合会報に掲載することを予定しております。

会員研究論文募集のお知らせ
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土地家屋調査士制度制定 60 周年記念事業企画案

募集

平成22年に土地家屋調査士制度制定60周年の節目を迎えるに当たり、連合会では「制度制定60周年
記念事業準備委員会」を組成しました。委員会では、記念事業として、「新地籍時代の到来」（仮）をテーマに、
連合会と土地家屋調査士会が連携し、全国レベルおよびそれぞれの地域社会に根ざした効率的な広報活動を目
指しています。
私たちのこれまでの60年を振り返り、これから「土地家屋調査士」が社会で果たしていく役割を、内外

に向けて幅広く発信していきましょう。
「土地家屋調査士制度制定60周年記念事業」として、土地家屋調査士制度をPRできるイベントの企画案
を会員の皆様から募集します。

ありがとう 60 周年！
60th	Anniversary	Project

私たちの「みらい」を考えよう！

土地家屋調査士制度制定60周年
記念事業企画案募集

1．募集内容 土地家屋調査士制度を内外にPRできる、イベント案の企画
①それぞれの地域の実情に合ったイベント企画案
②全国どこでも開催可能な共通のイベント企画案

2．企画作成
	 要　　領	

（1）企画の主旨（200文字程度）
（2）ターゲット（一般の方、会員、関連業界、隣接資格者等）
（3）具体的な企画案と事業規模（スケジュール含む、文字数に制限はございません

が、1000～ 3000文字程度を目安とします）

3．締　　切 第1次締切り：2009年 1月末日
第2次締切り：2月末日

4．応募方法 下記までE-mail または郵送でお送りください。
日本土地家屋調査士会連合会（事務局担当：北村）
〒101-0061東京都千代田区三崎町一丁目2番10号
E-Mail：rengokai@chosashi.or.jp

5．発　　表 入選企画は、企画者の氏名・企画案を4月号連合会会報および連合会HPに掲載し、
粗品を進呈いたします。

参考
企画案の例

・日本地籍学会（仮称）創立記念パーティー
・地籍等に関するシンポジウムの開催
・完全復元伊能大図等全国巡回フロア展への参加
・「ウオーク日本1800」への参加
・土地家屋調査士制度に関する演劇・人形劇の開催
・未登記解消キャンペーン
・77条キャンペーン（全国に登記基準点を打ち歩く）
・「平城遷都1300年」への参加
・出前授業・寄附講座
・社会貢献
ユネスコとの連携（ワクチン、植林、古着、学校建設）
地球温暖化による海面上昇を調査する
小さい島の地籍図を作り、海岸線の変化を公表
日本型ADRの海外へ普及

・2010年記念式典（記念碑の建立）

※応募いただいた企画につきましては、連合会の記念事業または各土地家屋調査士会へ提示する企画案と
して、利用させていただきます。

募集要項
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登録者は次のとおりです。

平成 20 年 11 月 	 4 日付
東京	 7517	長澤　泰山	 千葉	 2040	渡部　　伸
千葉	 2041	村上　　啓	 千葉	 2042	立野　雅人
栃木	 880	我妻　知紀	 静岡	 1662	山﨑　直紀
大阪	 3044	峯　　多良	 大阪	 3045	稲岡　雅人
兵庫	 2337	田代　正幸	 兵庫	 2338	安西　輝貢
奈良	 400	山本　増博	 三重	 845	水谷潤一郎
岐阜	 1191	鈴木　一平	 福島	 1435	國井　賞造
平成 20 年 11 月 10 日付
大阪	 3046	塩田　征司	 和歌山	 403	和田　匡広
福岡	 2136	大庭　良紀	 鹿児島	1011	興松　久夫
平成 20 年 11 月 20 日付
大阪	 3047	松本　博樹	 富山	 486	福尾　修二
大分	 800	河室　京治	 宮城	 975	宮﨑　浩一

土地家屋調査士名簿の登録関係

土地家屋調査士名簿の登録関係

登録取消し者は次のとおりです。

平成 20 年 	 7 月 14 日付	岡山	 16	中島　勝重
平成 20 年 	 7 月 16 日付	東京	 5058	沼尾　　茂
平成 20 年 	 9 月 16 日付	群馬	 761	髙橋　順一
平成 20 年 	 9 月 18 日付	鳥取	 231	花岡　宇逸
平成 20 年 	 9 月 19 日付	岡山	 1027	古田　一郎
平成 20 年 	 9 月 30 日付	高知	 582	谷　　信男
平成 20 年 10 月 	 5 日付	大阪	 1189	山県　睦夫
平成 20 年 10 月 	 7 日付	
神奈川	1796	重田　堅一	 岡山	 953	大野　真伸
平成 20 年 10 月 	 9 日付	栃木	 411	知久　　勇
平成 20 年 10 月 12 日付	岩手	 951	松浦　和博
平成 20 年 10 月 14 日付	福岡	 1763	江口　行雄
平成 20 年 10 月 19 日付	岡山	 23	湯田　圭次
平成 20 年 10 月 24 日付	大阪	 1882	梶　　良光
平成 20 年 10 月 25 日付	
栃木	 679	大平　廣一	 熊本	 372	木下　重信
平成 20 年 11 月 	 4 日付
東京	 5796	栄多　克郎	 東京	 6264	秋山　博昌
神奈川	1356	中野　博司	 千葉	 1914	田村　安克
千葉	 1995	江口　隆晴	 新潟	 601	高橋　静夫
大阪	 734	成田　三郎	 大阪	 1115	西出　義史
兵庫	 1174	岩佐　秀夫	 兵庫	 1549	神吉　弘之
兵庫	 1746	辻政右衛門	 岐阜	 1072	水野　宏昭
長崎	 558	山本　　愿	 鹿児島	 662	庭田　一治
鹿児島	 978	中嶋　徳幸	
平成 20 年 11 月 10 日付
千葉	 1726	舩津　宏明	 静岡	 947	鷲巣　勝祐
大阪	 1773	山村　宗春	 大阪	 2671	乾　　聖司
兵庫	 1906	町田有起男	 佐賀	 397	山下　　馨
平成 20 年 11 月 20 日付
東京	 931	岩館　　武	 東京	 5985	岡田　仁志
群馬	 784	鳥羽　義昭	 山梨	 368	川口　康博
大阪	 668	西村　達男	 大阪	 1384	藤岡　優介
大阪	 1780	寺田　隆幸	 愛知	 1845	久保　雄次
三重	 260	森川　　正	 宮崎	 702	松本　基則
岩手	 848	菅原　　眞	 青森	 334	葛西　　健
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土地家屋調査士の本棚

都市に座標を～街区基準点を活用した測量のすすめ～

土地家屋調査士の本棚

書籍申込書 社団法人　民事法情報センター	行　　FAX：03-3355-2516

お申込冊数

全訂不動産表示登記入門 冊
公証Q＆A―公証役場へ行こう！ 冊
春風秋雨（二） 冊
既刊春風秋雨（一） 冊

お届け先
住　　所

（〒　　　－　　　）		 （お支払は書籍に同封の振込用紙をご利用下さい。）　

（フリガナ）
氏　　名

TEL　　　　－　　　　－　　　　／FAX　　　　－　　　　－

（注）FAX又はホームページでお申し込み下さい。

発行・販売	 社団法人	民事法情報センター
	 〒160-0004	東京都新宿区四谷 2丁目14 番 8 号	YPCビル 2 階	
	 TEL：03-3355-2515　　FAX：03-3355-2516
	 E-mail：order@minjihou.or.jp　URL：http://www.minjihou.or.jp/

清水　湛　監修・新井克美　著
A5判・544 頁・定価 3,800 円（税込）　　割引価格 3,400 円（税込）送料 300 円
平成 16 年の不動産登記法令の全面的改正を踏まえた不動産の表示に関する登記について、法務省
民事局民事第二課の最新の見解に沿いつつ、初学者にも役立つように根拠法令や先例等を多く示しな
がら一問一答で 117 項目につき解説するとともに、書式 30 余例の作成上の留意点をも詳説した土地
家屋調査士試験受験者はもとより法務局職員や実務家も必須の書！

全訂不動産表示登記入門

財団法人東京公証人協会　公証問題研究会　編著
A5判・296 頁・定価 2,900 円（税込）　　割引価格 2,600 円（税込）送料 300 円
＜推薦の言葉＞この度、「公証Q＆A―公証役場へ行こう！」が発刊されることになりました。今、我
が国は、訴訟社会に陥る危険な状況にあります。公証制度は、この危険から国民を守るために、紛争
の事前予防制度として設けられたものですが、まだ市民の皆さんに十分知られているとはいえません。
本書は、公証実務に精通した多くの公証人が、公証制度利用上の問題点について、質問解答方式で、

分かりやすく説明したものです。知的財産保護、年金分割などの新しい公証実務にも触れられています。
こんなことにも公証役場が利用できるのか、と驚かれることもあるでしょう。
本書が、公証人、弁護士、司法書士、行政書士などの法律専門家のみでなく、市民の皆様の法的問

題解決にも役立つものとなっています。広く活用されることを願って、推薦します。
	 （平成 20 年 11 月　日本公証人連合会会長　渡部正和）

公証Q＆ A―公証役場へ行こう！

香川保一（元最高裁判所判事）著
新書判・264 頁・定価 800 円（税込）　　割引価格 640 円（税込）送料 100 円
四季の風情観察、政治や裁判、社会時評、人間性探求！
豊富な感性と経験から導き出され人の心になごみを与える。
早計を戒め熟慮断行への道程を説く、すぐれたエッセイ集 !!
※既刊春風秋雨（一）の注文も承ります。
　定価 800 円（税込）割引価格 640 円（税込）送料 100 円

香川保一 随筆集 春風秋雨（二）
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編 集 後 記
◎米国発、金融資本主義の瓦解の影響を受け、気の滅入る年
を越し、新年を迎えました。
金融危機による景気減退の波紋は地方にも影響が出ています。
2001 年から2007 年までには、多くの派遣労働者とワ－キン
グ・プアを生産しながら、日本は円安と世界の消費にたずさわ
り貿易黒字約122兆円を得たわけですが、多くの世帯では実り
の果実を味わうこともなく、派遣労働者からは『派遣』と『労
働』が喪失し、ワ－キング・プアからは『ワ－キング』が失わ
れ、年末年始の衣食住欲しさに軽犯罪を犯すといった本末転
倒、支離滅裂な事件も各地で発生しています。高知では観光
地のド真ん中で、白昼、男女の傷害事件がありました。『現在
同居中の元夫婦』から想像してみてください。詳細は書けませ
んが、可愛そうなのは子供です。次世代を犠牲にした自分勝手
な大人の行動ほど、人として“尊厳”に欠けるものは無いと思
います。また、私の事務所の駐車場では、白昼から下半身裸
の女性が頭から血を流し、横たわっていた事件も発生し、すわ！
“境界殺人？”（報道ステ－ション“境界トラブルで殺人事件”
特集の翌日の出来事で）物々しい大騒ぎとなりました。死にき
れなかったらしいけど、迷惑な話です。
◎気分一新！皆様、明けましておめでとうございます。NHK
の今年の大河ドラマ【天地人】では、越後の名将　直

なおえかねつぐ

江兼続
の生涯が描かれます。かの家康ですら恐れて宇和島（愛媛県）

に領土を与え勢力を削いだと云われる独眼竜政宗こと伊達政
宗に対しての逸話。
江戸城内にての話。素知らぬ顔で政宗とすれ違った兼続に対
して、政宗が｢陪臣の身で大名に会釈せぬとは無礼ではない
か？｣と咎めたところ、兼続応えて曰く｢これは、無礼いたし
ました。これまで戦場にて相まみえる間柄ゆえ、後ろ姿しか拝
見した事がなくお顔を存じ上げませんでした。｣さすがに両者大
物、大人の対応をしている。松の廊下における刃傷事件とは違
う。｢天地人 ｣（火坂雅志／NHK出版）では青年時代の兼続が、
戦国時代最強と称された武田の騎馬軍団が長篠の合戦で敗れ
た要因について『時勢に応じて仕組みを変えてゆけぬ者は、滅
びるしかない。それが世の定めだ』と語るくだりがある。実に
印象的な台詞である。
◎尤も、悲観論は全国一律ではない。ネット通販は進化して市
場規模も成長を続けている。暗い時代だからこそ『陽転思考』
が重要で、そのためには発想の転換が大前提であろう。来年は
土地家屋調査士制度制定 60周年を迎えます。制定に至るまで
の労苦、また制度に今日までたずさわってきた諸先輩方の汗に
感謝し、私たちの汗を足して次世代へ。
連合会として、また単位会として共に取組めるイベントをみ
んなで考えましょう！
～ひとりはみんなのために。みんなはひとりのために～

編集後記

	

　

	
	
	

〒101-0061東京都千代田区三崎町一丁目2番10号	土地家屋調査士会館
電話：03-3292-0050			FAX：03-3292-0059

東北ブロック協議会
記

開 催 日 時 	 平成21年3月5日（木）午後1時30分	 開始

	 平成21年3月7日（土）正午	 終了

開 催 場 所 	 秋田県秋田市中通7丁目2番1号

	 「ホテルメトロポリタン秋田」　電話 018-831-2222

申 込 手 続

　 受付期間	 平成21年2月6日（金）まで

　 申 込 先	 所属土地家屋調査士会事務局

受講対象者	 開催日において登録後1年に満たない土地家屋調査士会会員
	 なお、上記以外にも受講を認める場合がありますので、
	 申し込み先までお問い合わせください。

ブ ロ ッ ク 新 人 研 修 開 催 公 告
平成 20 年度ブロック新人研修を下記のとおり開催いたします。




